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１．自治体施設・インフラの老朽化対策・
防災対策の推進
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１．公共施設等の適正管理の必要性

我が国においては、高度経済成長期に大量の公共施設等が建設されており、今後、それらの公共施設等が一斉に更新時期を迎えることが見

込まれます。

 公共施設等の老朽化対策については、平成24年12月の笹子トンネル事故を契機に、国・地方公共団体・民間事業者を挙げた喫緊の課題とし

て強く認識されるようになり、平成25年11月に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において「インフラ長寿命化基本計画」が

策定されました。

 同計画において、各インフラを管理・所管する者は、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにす

る計画として、インフラ長寿命化計画である「行動計画」を策定すること、さらに、各インフラの管理者は、行動計画に基づき個別施設毎の具体的

な対応方針を定める個別施設毎の長寿命化計画である「個別施設計画」を策定することとされました。

地方公共団体は、住民の生活に密着したインフラや公共施設を数多く整備・管理しており、その老朽化対策は極めて重要な課題となります。こ

のため、総務省では、地方公共団体において行動計画の策定が進められるよう、平成26年４月に総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ計画

的な管理の推進について」により、各地方公共団体に対し、平成28年度末までに行動計画に相当するものとして「公共施設等総合管理計画」を策

定するよう要請しました。

２．公共施設等総合管理計画の策定・充実

 公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の方向性を

明らかにするとともに、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定めるものです。総合管理計画に記載すべき事項や策定

にあたっての留意事項など、計画策定に際しての指針については、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（平成

26年４月22日付総務省自治財政局財務調査課長通知）により示しています。

 総合管理計画を策定することにより、公共施設等の全体の状況を把握し、中長期的な視点をもって、公共施設等の計画的な集約化・複合化や

立地適正化、長寿命化対策等を推進することにより、トータルコストを縮減し、維持管理・更新等にかかる財政負担の軽減・平準化を図るとともに、

最適な配置を実現することを目指すものであります。

 各地方公共団体における総合管理計画の策定状況をみると、令和７年３月末時点の調査結果では、全団体において策定済みとなっています。

総合管理計画については、「経済財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society5.0』への挑戦～」（令和元年６月21日閣議決定）や

「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」（令和３年１月26日付け総財務第６号総務省自治財政局

財務調査課長通知。）等を踏まえ、各地方公共団体において、令和３年度中（新型コロナウイルス感染症の影響等により、やむを得ず総合管理

計画の見直しの完了が令和４年度以降となる地方公共団体については、適切に見直しを進め、令和５年度末までに見直しを完了）の見直しを進

めていただいたところであり、令和７年３月末時点で、ほとんどの団体において見直しが完了しています。

自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策の推進
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また、見直し後の総合管理計画に基づき、令和４年度以降も、地方公共団体が、引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよ

う、公共施設等適正管理推進事業債について、令和８年度まで５年間事業期間を延長するとともに、対象事業の拡充を行いました。

このような状況も踏まえ、令和４年度以降も、各地方公共団体において、見直し後の総合管理計画の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、

総合管理計画について不断の見直しを実施し、充実させていくため、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成26年４月22日策

定（令和５年10月10日最終改訂））について、必要な見直しを行い、改訂したところです。改訂後の指針を踏まえ各地方公共団体における公共施設

等の脱炭素化の推進方針や、総合管理計画及び個別施設計画に基づき実施する点検・診断の結果を反映させるなど、不断の見直しを実施し、順

次充実させていく必要があります。 

 なお、総合管理計画の見直し・充実に当たっての参考となるよう、各地方公共団体が策定した総合管理計画については、総務省ホームページに

おいて、その主たる記載内容等を他団体と比較可能な形で公表しています。

３．公共施設等の適正管理に対する地方財政措置

 総務省では、各地方公共団体において、総合管理計画・個別施設計画に基づいて推進する公共施設等の適正管理の取組に対する地方財政措

置として、公共施設の集約化・複合化事業や転用事業、長寿命化事業等を対象とした「公共施設等適正管理推進事業債」を平成29年度に創設し

ました。

 平成30年度以降は、長寿命化事業の対象を拡充するとともに、「ユニバーサルデザイン化事業」を対象に追加しました。あわせて、財政力の弱

い団体においても、これらの事業を着実に実施できるよう、長寿命化、転用、立地適正化及びユニバーサルデザイン化事業については、地方債の

元利償還金に対する交付税措置率をこれまでの一律30%から、財政力に応じて最大50%まで引き上げています。

 さらに、令和２年度は、複数団体が連携して実施する集約化・複合化事業の取組において、実施主体を拡充するとともに、長寿命化事業の対象

をさらに拡充しています・

 令和４年度は、地方公共団体が、引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業債について、

令和８年度まで５年間事業期間を延長し、長寿命化事業の対象施設に空港施設及びダム（本体、放流設備等）を追加しています。

各地方公共団体においては、予防保全の観点も含めて、老朽化対策のための基金も活用しながら、公共施設等の統廃合、長寿命化、転用等の

具体的な対策に着実に取り組んでいただきたいと考えています。
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４．防災･減災対策の推進

近年、地震や豪雨・台風など、災害が大規模化・頻発化し、各自治体における防災・減災対策の重要性が一層高まっていることから、各団体に

おかれては、「緊急防災・減災事業債」、「緊急自然災害防止対策事業債」、「緊急浚渫推進事業債」を積極的に活用いただきたいと考えています。

「緊急防災・減災事業債」については、東日本大震災を教訓として、喫緊の課題である防災・減災対策のための地方単独事業を全国レベルで

早急に進めることができるよう創設したものであり、令和７年度より、消防・防災力を一層強化するため、緊急消防援助隊の無人走行放水ロボット

の整備や災害応急対策を継続するための可搬式の燃料給油機の整備を追加するなど対象事業を拡充しています。

「緊急自然災害防止対策事業債」については、国の防災･減災、国土強靱化対策と連携して、地方団体が単独で防災インフラの整備を実施できる

よう創設したものであり、河川の護岸整備や改修、道路の法面防護対策、急傾斜地の法面対策など、非常に幅広い防災インフラの整備に活用で

きるものとなっています。

「緊急浚渫推進事業債」については、通常であれば、一般財源で実施しなければならない河川等の土砂撤去や樹木の伐採を、特例的に地方債

で対応できるようにしたものであり、財源の不安なく、一気に事業を行うことができるものとなっています。

これらの地方債は、いずれも、充当率が100％、元利償還金に対する交付税措置率が70％と、手厚い財政措置となっていますが、期限が設けら

れており、「緊急防災・減災事業債」と「緊急自然災害防止対策事業債」は令和７年度まで、「緊急浚渫推進事業債」は令和11年度までの時限措置

となっています。

災害はいつ来るか分からないものであり、この期限内に、できるだけ早く、必要な事業に取り組んでいただけるようお願いしたいと考えております。

５．自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引きの作成

各地方公共団体において具体的な対策を検討するに当たって参考となるよう、総務省ホームページにおいて、公共施設等適正管理推進事業債

等を活用した先進事例を紹介しています。さらに各団体からは、老朽化対策や防災・減災対策を実施するに当たって、どのような地方債措置が活

用できるのかをわかりやすく示していただきたいとの声を多くいただいています。

このため、今般、公共施設・インフラの老朽化対策のための地方債の活用例について、公共用施設・社会基盤施設・公用施設ごとに、老朽化対

策や防災・減災対策を実施する場合に、どのような地方債が活用できるかについて、わかりやすく紹介した手引きを作成しました。この手引きを首

長はじめ関係者と共有いただき、積極的に活用いただき、各団体における公共施設の適正管理をより一層推進していただきますようお願いいたし

ます。
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２．地方債活用のあらまし
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一つの施設に集約する・
異なる種類の施設を統合する

耐用年数を延ばす

施設を他の目的に転用する

コンパクトシティを目指し
施設の機能を中心部に集める

段差を解消したり
洋式トイレを設置したりする

幼稚園・保育所

①集約化・複合化事業（Ｐ10）

②長寿命化事業（Ｐ12）

③転用事業（Ｐ14）

④立地適正化事業（Ｐ15）

⑤ユニバーサルデザイン化事業
 （Ｐ16）

学 校

公民館、図書館等
（社会教育施設）

プール、体育館

市民会館、文化センター等
（文化施設）

児童館、老人福祉センター等

（福祉施設） 防災拠点等となる施設の
耐震改修を行う

⑧緊急防災・減災事業（Ｐ19）

適正管理

防災・減災対策

地方債活用のあらまし（公共施設）

施設を取り壊す ⑥除却事業（Ｐ18）

6



耐用年数を延ばす

道路

河川管理施設

砂防関係施設 段差を解消したり
洋式トイレを設置したりする

施設を取り壊す

⑤ユニバーサルデザイン化事業
 （Ｐ16）

⑥除却事業（Ｐ18）

②長寿命化事業（Ｐ13）

海岸保全施設

港湾施設

都市公園施設

治山施設

林道

漁港施設

農業水利施設

農道

地すべり防止施設

適正管理

防災・減災対策

防災に関する重要インフラの
新設・機能強化を図る

緊急自然災害防止対策事業
 （Ｐ20）

地方債活用のあらまし（社会基盤施設）

維持管理のための河川等の浚
渫（堆積土砂の撤去等）を行う

⑩緊急浚渫推進事業
 （Ｐ21）

空港施設
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警察署、消防署等

市町村役場

施設を他の目的に転用する

段差を解消したり
洋式トイレを設置したりする

③転用事業（Ｐ14）

⑤ユニバーサルデザイン化事業
（Ｐ16）

防災拠点等となる施設の
耐震改修を行う

⑦緊急防災・減災事業（Ｐ19）

地方債活用のあらまし（公用施設）

適正管理

防災・減災対策

施設を取り壊す ⑥除却事業（Ｐ18）
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地方債活用のあらまし（参考）

（留意点） 適正管理の①～⑥全ては公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業で、⑥を除き、個別施設計画等に位置付けられた事業が対象。ただし、インフラ長寿命化基本計画において
個別施設計画に記載することとされている事項（対象施設、計画期間、対策の優先順位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実施時期、対策費用）が個別施設計画と同種・類似の
「施設整備計画」や「統廃合計画」等に全て記載されている場合は、個別施設計画を策定しない場合でも、集約化・複合化事業等の対象となる。

（期間）①～⑥は令和８年度まで、⑦、⑧は令和７年度まで、⑨は令和11年度まで

区
分

事業名

対象施設 ※1

参考

地方債措置

公共
施設
※2

社会
基盤
施設

公用
施設

充当率 交付税措置率

適
正
管
理

①集約化・複合化 ○
・ 複数の団体が連携して行う事業や国庫補助事業も対象
・ グラウンド等の非建築物についても、維持管理経費等が減少

すると認められる場合は対象

90％

50％

②長寿命化 ○ ○ 令和４年度から空港施設、ダム（本体、放流設備）を対象に追加

財政力に応じて
30％～50％

③転用
○

他の公共
施設

への転用

○
公共施設
への転用

①との組合せ（集約化・複合化した残りの施設の転用）も可能

④立地適正化 ○
・ 国庫補助事業を補完する事業
・ 国庫補助事業と一体的 に実施する事業

⑤ユニバーサルデザイン化 ○ ○ ○ 庁舎などの公用施設における段差解消やトイレの洋式化も対象

⑥除却 ○ ○ ○ －

防
災
・
減
災
対
策

⑦緊急防災・減災 ○ ○
社会基盤施設のうち、不特定多数の者が利用する施設の耐震化につ
いては対象

100％ 70％⑧緊急自然災害防止対策 ○
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」と連携して行う
単独事業

⑨緊急浚渫推進事業 ○
各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に基づき緊急的に実施
する単独事業

※1 公営企業施設は対象外。
※2 公営住宅は対象外。

対象
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対象事業

留意事項

○ 個別施設計画に位置付けられた以下の集約化事業又は複合化事業（公用施設、公営住宅、公営企業施設は対象外）

建築物（公民館等）          ：延床面積の減少を伴うもの

非建築物（グラウンド等）：施設の数及び維持管理経費が減少すると認められるもの

＋
移転・
複合化

青少年センター及び生涯学習センターの機能を集約

複合化

青少年センター
生涯学習センター

老朽化

老朽化

青少年センター

生涯学習センター

充当率・元利償還金に対する交付税措置

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

集約化・複合化事業費

事業期間：令和４年度～令和８年度

元利償還金の50％を地方交付税措置 一般財源

・ 統合前の施設の廃止が、集約化又は複合化による統合後の施設の

供用開始から５年以内に行われることが必要。

・  国庫補助事業として実施される事業についても対象事業に含まれる。

・  複数の地方公共団体が連携して実施する集約化事業や複合化事

業についても、当該事業が連携協約や協定等に基づいて行われる場

合には、対象となる。

・  公共施設と対象外施設（庁舎等）を複合化する事業については、対

象施設に係る部分に限り対象となる。

・  集約化又は複合化により整備する施設に、整備前の施設にない機

能を有した施設を新たに追加して併設する場合、当該追加部分の施

  設については対象外となる。

（共用部分がある場合は面積按分等）

公適債の対象

（延床面積減少）

①ー１ 集約化・複合化事業（集約化・複合化施設整備事業）
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①ー２ 集約化・複合化事業（集約化・複合化等に伴う除却事業）

地方公共団体が公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づいて実施する、公共施設の集約化・複合化等に伴う
施設の除却事業について、公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業：充当率90％、交付税措置率50％、令
和８年度まで）の対象に追加

概要

（１）施設の整備及び複数施設の統合をする場合

対象事業

要件

○ 経過措置として、令和６年度以前に集約化・複合化等した施設については、５年超経過したものも対象とする。

○ 公用施設や公営住宅、公営企業施設等の除却事業については対象外。

○ 国庫補助や他の事業債を活用した集約化・複合化事業に伴って実施する除却事業も対象とする。

○ 複数の地方公共団体が連携して実施する集約化・複合化等に伴う除却事業も対象とする。

○ 地方交付税措置は、対象事業費から除却施設にかかる土地価格相当分を控除した額を対象とする。

留意事項

以下の要件をすべて満たす事業

① 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づいて実施するものであること

② （１）の場合：集約化・複合化を行った施設の供用開始から５年以内に実施するものであること

 （２）及び（３）の場合：除却予定の施設の供用廃止から５年以内に実施するものであること

③ 集約化・複合化を行う前と比較して、施設の延床面積（非建築物の場合は維持管理費等）が減少すること ※（１）に限る

廃止

旧A施設 旧B施設

除却事業

集約・複合（新増築など）

【現行】

※ 国庫補助や他の事業債を活用して
施設整備し、統合する場合も対象

新A施設

廃止

A施設 旧B施設

除却事業

機能統合（整備なし）

A施設

【R7拡充】集約化・複合化事業の対象に追加

（２）複数施設の機能統合をする場合

旧A施設

（３）施設の機能廃止をする場合

除却事業

廃止 機能廃止（整備なし）
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○ 全国的に人口減少や公共施設等の老朽化が進む中、公共施設等の集約化・複合化などを計画的に行うことにより、財政負
担の軽減・平準化を図ることが重要。

○ 近年においては、団体内における集約化・複合化には一定の進捗が見られるが、より広域での最適配置を図る観点から、
今後は、複数団体の連携による取組も積極的に推進する必要。

○ 令和２年度から、複数団体が連携して実施する集約化・複合化の取組において、集約化・複合化する施設を有しない団体が
当該事業による施設整備の実施主体となる場合も公共施設等適正管理推進事業債を活用可能としている。

○ 令和７年度から、複数の団体による公共施設の集約化等に向けた調査検討経費及び集約化等の円滑化のための経費に
ついて、特別交付税措置を講じている。

広域的に実施する公共施設等の集約化・複合化の推進

老朽化Ａ町文化施設 集約化

【複数団体の連携による集約化・複合化のイメージ】

老朽化Ｂ市文化施設

Ｃ市：既存施設なし

３市町連携文化施設

・広域での最適配置
・施設機能の向上
・財政負担の軽減 など

集約化

参画 【効果】

Ｃ市

※ H27年度に公共施設最適化事業債を創設。H29年度から公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）に移行。
（いずれも充当率９０％、交付税措置率５０％* ） 

*R7年度から追加された集約化・複合化等に伴う除却事業については、対象事業費から除却施設に係る土地価格相当分を控除
した額が対象。

※ 調査検討経費 ：１団体あたりの措置上限額 500万円（実際に要した経費の0.5を上限）
円滑化のための経費：集約化等１件・１団体あたりの措置上限額 5,000万円

（実際に要した経費の0.8を上限、集約化等完了年度を初年度とする５年度間）

12



○ 特に取組が進んでいない複数団体による公共施設の集約化等を推進するため、集約化等に向けた調査検討
及び集約化等の円滑化に係る経費に対する特別交付税措置を令和７年度より創設。

○ 集約化等に伴う施設の除却事業を「公共施設等適正管理推進事業債」の対象に追加し、国土交通省と連携して
集約化の取組を促進するほか、専門アドバイザーの派遣を実施。

協議の場の設定
（調査・検討）

新施設の

整備
旧施設の

除却
集約化等の

円滑化

財
政
措
置
等

【新規】特別交付税措置

措置率： ０.５
措置上限額： ５００万円

＜対象経費＞

複数団体による公共施設の
集約化等に向けた調査検討
経費

・施設の利用実態や立地等
の調査・分析

・協議会の開催、有識者の
招聘 等

※連携中枢都市圏構想推進要
綱・定住自立圏構想推進要綱
を改正するとともに、広域的な
協議の場の設定を促進

公共施設等適正管理推進事業債
（集約化・複合化事業）

              充当率： ９０％
  交付税措置率： ５０％

＜対象＞

・複数の施設を集約化・複合化する際に実施
する整備事業

＜主な要件＞
・総合管理計画等に基づいて実施するもの

・集約化・複合化前と比較して、施設の延床面
積が減少するもの

【拡充】公共施設等適正管理推進
事業債（集約化・複合化事業）

充当率： ９０％
  交付税措置率： ５０％

  ※ただし、対象事業費から除却施設に係る

土地価格相当分を控除した額が対象

＜対象＞

・整備を行う複数施設の統合
・整備を行わない複数施設の機能統合

 に伴う除却事業

＜主な要件＞
・総合管理計画等に基づいて実施するもの

・集約化・複合化前と比較して、施設の延床
面積が減少するもの

【新規】特別交付税措置

措置率： ０.８
措置上限額： 

集約等完了年度（＊）を初年度と
して５年度間で合計５,０００万円

＜対象経費＞

複数団体による公共施設の集約化
等の円滑化のための経費
・ 住民への広報・説明会の開催
・ 集約元施設からの移転
・ 利用者増を踏まえた備品の整備
・ 集約後の施設までの住民の移動
費用の支援

・ 施設利用料が異なることに伴う
激変緩和 等

＊新施設の供用が開始された年度（機能統合
の場合は機能統合が決定 した年度）

※【新規】 都市構造再編集中支援事業（国土交通省R7当初予算）も活用可能
複数市町村により、広域的な立地適正化の方針等を定め、地方自治法に基づく事務

の共同処理制度等を活用した上で、広域連携誘導施設を整備する場合（施設の統廃
合に伴い廃止された施設の除却等も含む）、連携自治体数×２１億円を交付対象事業
費の上限として支援（補助率：１／２）

◆公適債の要件（延床面積の減少等）を満たす場合

⇒国庫補助（５０％）、交付税措置（２２.５％）を合わせて７２.５％

そ
の
他

【新規】専門アドバイザーの派遣
・「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）に広域連携分野（公共施設の集約化等）を追加
・施設の適正配置の調査・検討、関係市町村との合意形成のノウハウ等に係る助言を実施

国庫補助（１/２）

公適債（集約化・複合化事業）
充当率 ９０％

交付税措置率
５０％

複数団体による公共施設の集約化・複合化等の推進
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・ 個別施設計画において、当該改修事業が位置付けられている

  だけでなく、長寿命化の目標として法定耐用年数を超える使

用目標年数が定められていること。

・ 改修に伴い面積が増加する場合、改修前の施設の面積を上

限として起債対象事業費を算出する。

 改修に係る事業費全体について面積按分等を行い、改修前の
施設の面積分等の事業費を算出して対象事業費とする

②－１ 公共用の建築物の長寿命化事業

充当率・元利償還金に対する交付税措置

対象事業

○ 個別施設計画に位置付けられた公共用の建築物に係る長寿命化事業であって、法定耐用年数を超えて公共用の建

 築物を使用するために行う改修事業

  （施設に附属する設備であって、当該施設を使用目標年数まで活用するために不可欠なものを含む。）

 ※ 公用施設や公営住宅、公営企業施設の改修事業は対象とならない

留意事項
【事業イメージ】

○長寿命化例１（図書館）

○長寿命化例２（高校校舎附帯施設（格技場））

外壁、建具、
屋根防水
の改修等

法定耐用年数50年 目標使用年数80年

外壁、屋根
の改修等

法定耐用年数47年 目標使用年数60年

事業期間：令和４年度～令和８年度

元利償還金の30～50％※を地方交付税措置

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

長寿命化事業費

一般財源

※財政力に応じて措置 14



○ 所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業（10年以上の長寿命化が見込まれる一定の規模以下の事業等）

  道路（舗装、小規模構造物等）、河川管理施設、砂防関係施設（昭和53年以降の技術基準で設計された砂防施設を含む。）、海岸保全

施設、港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山施設・林道、漁港  施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設

○道路（舗装の表層に係る補修） ○都市公園施設（テニスコートの改修） ○農業水利施設（頭首工の補修）

【事業イメージ】

対象事業

事業期間：令和４年度～令和８年度

・ 所管省庁が示すインフラ長寿命化計画等を踏まえ実施する事業であること
・ 点検を踏まえて効率的に実施されることが個別施設計画において明らかにされていること

充当率・元利償還金に対する交付税措置

留意事項

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

長寿命化事業費

※財政力に応じて措置

②－２ 社会基盤施設の長寿命化事業

元利償還金の30～50％※を地方交付税措置 一般財源
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③ 転用事業

充当率・元利償還金に対する交付税措置

対象事業

留意事項

○ 個別施設計画に位置付けられた施設の転用事業

   ※ 転用後の施設が公用施設や公営住宅、公営企業施設である事業は対象とならない

・ 転用に伴い面積が増加する場合、転用前の施設の面
積を上限として起債対象事業費を算出する。

 転用に係る事業費全体について面積按分等を行い、
転用前の施設の面積分の事業費を算出して対象事業
費とする

・ 施設全体ではなく、一部を転用する場合も対象となる。

・ 転用前の施設が現に供用されていない場合も対象と
なる。

【事業イメージ】

○転用例１

○転用例２

小学校 地区交流センター

保育所 地域集会施設

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

転用事業費

事業期間：令和４年度～令和８年度

※財政力に応じて措置

元利償還金の30～50％※を地方交付税措置 一般財源
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④ 立地適正化事業

○ 立地適正化計画に基づく事業であって、国庫補助事業（＊）を補完し、又は一体となって実施される地方単独事業

＜事業例＞ ・【補完】 国庫補助事業に伴って実施する継ぎ足し単独事業
（国庫補助事業の対象とされているが国費の不足により単独で実施するもの）

・【一体】 国庫補助事業の一部要件（事業規模等）を満たさない事業
（都市構造再編集中支援事業の要件を一部満たさない事業）

① 同種の誘導施設を複数整備する場合の２件目以降の事業（補助要件：同種の誘導施設は１市町村一つまで）

（都市・地域交通戦略推進事業の要件を一部満たさない事業）

② 事業規模１億円未満の事業（補助要件：1 億円以上）

＊ 立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内又は居住誘導区域内で実施することが補助率嵩上げ等の要件と
         されている国庫補助事業をいう。

※ 公用施設や公営住宅、公営企業施設等を整備する事業は対象とならない

事業期間：令和４年度～令和８年度

対象事業

留意事項

・ 補完事業については、改修に伴い面積が増加する場合、改

修前の施設の面積を上限として起債対象事業費を算出する。 
（改修に係る事業費全体について面積按分等を行い、改修前

の施設の面積分等の事業費を算出して対象事業費とする）

【事業イメージ】

公共施設を

まちなかで

適切に配置

※財政力に応じて措置

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

立地適正化事業費

元利償還金の30～50％※を地方交付税措置 一般財源

充当率・元利償還金に対する交付税措置
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○ ①又は②に該当する事業

① バリアフリー法に基づく公共施設等（公営住宅及び公営企業施設を除く）のバリアフリー改修事業

 ⅰ） 移動等円滑化基本構想に基づく事業

ⅱ） 移動等円滑化基準に適合させるための改修事業（施設の一部を基準に適合させる事業を含む）

例）車いす使用者用トイレ等の整備、出入口の段差解消、エレベーターの整備、視覚障害者用ブロックの整備 等

 ② ①以外の公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

例）授乳室や託児室の整備、多言語による案内を行うための施設の整備、観光施設等における洋式トイレの整備 等

⑤ ユニバーサルデザイン化事業

・ ユニバーサルデザイン化の推進方針等を記載した公共施設等総合管理計画
に基づく事業であること。

・ ①ⅱ）及び②については、個別施設計画又はユニバーサルデザイン化を推
進するために策定する計画に位置付けられている事業であること（※）。

※ 公共施設等総合管理計画に記載のユニバーサルデザイン化の推進
方針に則して、ユニバーサルデザイン化のための具体的な対策内容
（対象施設、実施時期、対策内容等）を記載

充当率・元利償還金に対する交付税措置

対象事業

留意事項
【事業イメージ】

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万円～数百万円（１台）

多目的トイレの整備
事業費：４００万円程度

出入口の段差解消
事業費：３０万円程度

事業期間：令和４年度～令和８年度

元利償還金の30～50％※を地方交付税措置 一般財源

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

ユニバーサルデザイン化事業費

※財政力に応じて措置 18
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（交付税措置率）

（財政力指数）

○  公共施設等適正管理推進事業債（充当率９０％）のうち、

長寿命化事業・転用事業・立地適正化事業・ユニバーサルデザイン化事業に係る

元利償還金の普通交付税の措置率について財政力に応じて３０～５０％とする取扱い。

財政力指数 交付税措置率

０．８以上 ３０％

０．４以上
０．８未満

財政力に応じて

３０～５０％（※）

０．４未満 ５０％

（都道府県、市区町村共通）

財政力指数と交付税措置率

※ 長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業のうち、義務教育施設の大規模改造事業に係る事業については、地方負担額に対する
交付税措置率が、学校教育施設等整備事業債における義務教育施設の大規模改造事業（地方単独事業）に係る当該値を下回らないよう設定。

（義務教育施設の大規模改造
事業に係る事業の場合）

公共施設等適正管理推進事業債における交付税措置率

交付税措置率＝０．７－０．５Ｘ
（Ｘ＝財政力指数）

※ただし、算定式によって得られる数が0.300に満たな
いときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする

算定式
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・ 公営企業に係るものを除く。
・ 解体撤去に要する経費のほか、原状回復に要する

経費が含まれる。

⑥ 除却事業

充当率・元利償還金に対する交付税措置

対象事業

留意事項

＜参考＞地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）※平成２６年度改正（平成２６年法律第５号）により導入

（公共施設等の除却に係る地方債の特例）
第３３条の５の８ 地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物（公営企業に係るものを

除く。以下この条において「公共施設等」という。）の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ
計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。 

○ 公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物の除却

※ 個別施設計画への位置付けは不要

【事業イメージ】

○除却例１

○除却例２

公民館 更地

児童館 更地

事業期間：令和４年度～令和８年度

一般財源

公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）

除却事業費

※交付税措置なし
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① 大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設整備（非常用電源、避難路、指定避難所の空調・Wi-Fi・バリアフリー整備 など）

② 大規模災害時に迅速に対応するための情報網の構築（防災行政無線のデジタル化、Ｊアラートに係る情報伝達手段の多重化 など）

③ 浸水対策等の観点から移転が必要と位置付けられた公共施設等の移設
④ 消防広域化事業等（広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築、消防車両等の整備 など）

⑤ 地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化
※ 令和７年度は、新たに、次の事業を対象事業に追加

緊急消防援助隊の無人走行放水ロボットの整備、災害応急対策を継続するための移動式燃料給油機の整備、応急対策職員派遣制度に基づき派遣される

応援職員のための宿泊機能を有する車両の整備、新型Jアラート受信機の整備

 ※ 特定地域の振興や生活環境の整備のための一部の国庫補助金（離島活性化交付金等）を受けて実施する事業を含む

⑦ 緊急防災・減災事業

対象事業

○ 東日本大震災等を教訓として全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業
（事業期間は令和７年度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急防災・減災事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

避難階段の整備 防災行政無線のデジタル化 公共施設の耐震化

【事業イメージ】

※事業費 ５,０００億円（令和７年度）

※ 令和７年度までに建設工事に着手した事業については、令和８年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じる

事業期間終了後の在り方については、地方団体における防災・減災対策に関する取組や地域の実情、課題等を踏まえて検討 21



〇 災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために、地方団体が策定する 「緊急自然災害防止対策事業計画」に

基づき実施する地方単独事業

【対象施設】治山、砂防、地すべり、河川、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利防災（安全対策(用水路・ため池の防護柵等)）、

海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、道路防災（法面・盛土対策、冠水対策等）、港湾・漁港防災、

農道・林道防災、都市公園防災、下水道
※ 令和７年度は、新たに、積雪寒冷特別地域の道路における凍上災害の予防・拡大防止対策（基層及び路盤を含む対策）を対象事業に追加

⑧ 緊急自然災害防止対策事業

対象事業

〇 国の防災・減災、国土強靱化対策と連携して、地方団体が単独で実施する防災インフラの整備事業（事業期間は令和７年

度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急自然災害防止対策事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

【事業イメージ】

小規模河川の護岸改修 山腹斜面の法面対策 ため池の堤体補強工事

※事業費 ４,０００億円（令和７年度）

※ 令和７年度までに建設工事に着手した事業については、令和８年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じる

事業期間終了後の在り方については、地方団体における防災・減災対策に関する取組や地域の実情、課題等を踏まえて検討 22



○ 地方団体が、各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、
ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等、農業用排水路に係る浚渫（地方単独事業）

※１ 河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川が対象

※２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む

※３ 河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等、農業用排水路に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地
方団体に対して示した上で、各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

※４ 防災重点農業用ため池等とは、農業用ため池及び土地改良施設のうち貯水能力を有する施設（クリーク及び農業用ダム等）を指す

※５ 令和７年度は、新たに、農業用排水路に係る浚渫を対象事業に追加

対象事業 ※事業費 １,１００億円（令和７年度）

（浚渫前） （浚渫後）

緊急浚渫推進事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

充当率・元利償還金に対する交付税措置

【事業イメージ（河川の浚渫）】

○ 河川氾濫などの浸水被害の防止等のため、地方団体が単独で実施する浚渫事業（事業期間は令和１１年度まで（地方財政

法を改正））

⑨ 緊急浚渫推進事業
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・ 集約化・複合化施設整備事業 ・・・ 25頁

・ 集約化・複合化等に伴う除却事業 ・・・ 36頁

・ 集約化・複合化事業＋転用事業 ・・・ 37頁

・ 長寿命化事業 ・・・ 38頁

・ 長寿命化事業＋ユニバーサルデザイン化事業 ・・・ 43頁

・ 転用事業 ・・・ 44頁

・ 立地適正化事業 ・・・ 47頁

・ ユニバーサルデザイン化事業 ・・・ 50頁

・ 緊急防災・減災事業 ・・・ 52頁

・ 緊急自然災害防止対策事業 ・・・ 60頁

・ 緊急浚渫推進事業 ・・・ 66頁

３．具 体 的 な 事 業 例
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築40年が経過し老朽化が著しく、修繕費や維持管理が負担となっている５つの小・中学校の屋外プールの

機能を集約した上で、一般の方も通年利用可能な利便性の高い屋内温水プールとして整備する。

○ 学校のみの利用であったプールを通年利用の屋内温水プールとすることで利便性が向上する。
○ 施設の老朽化により不安のあった維持管理がなくなり、学校及び市の負担が軽減される。
○ 幼児から高齢者がプールを通して交流できる施設となり、地域のにぎわいを創出する。

茨城県鹿嶋市（人口６.７万人）「屋内温水プール整備事業」

既存学校プール
老朽化

集約化
５つの学校プールを１つの屋内温水プールとして整備することで、清掃やメンテナンスなどの維持管理も
容易になり、負担軽減。 ※プール延床面積 4,228.8㎡ → 771.56㎡ に集約。

完成イメージ図

小・中学校の学校プールと
市民プールとしての機能を
併せ持つ、効率性・利便性
の高い施設へ

事業の概要

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ①

施設の集約化にあたり、市、学校関係者、地域住民等による検討組織
を立ち上げたほか、地区公民館、プール統合対象学校の児童・生徒・担
任等にアンケート調査を実施し、住民や利用者との連携や協働を図った。

事業のポイント

住民との連携

中野西小

中野東小

大野中

大同東小

大野区域屋内
温水プール

大同西小

一 般
利用者
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額田支所周辺の老朽化した５つの公共施設について、規模の適正化、複合化を図り、機能の拡充をした上で
複合施設「額田センター」として整備。

○ 利用者の動線や機能の集約によって、施設の利便性が高まり、効率性が図られ、一体的な利用が可能となる。
○ 地域住民が一箇所に集まることで、ふれあいや交流が生まれ、地域の市民活動が促進される。
○ 当センターを中心とした地域自治・生活拠点、防災拠点が整備され、ランドマークとしての重要性が高まる。

愛知県岡崎市（人口38.7万人）「額田センター整備事業」

施設名 延床面積（㎡）

額田センター 1,975.77

○新施設機能
〈行政関係機能〉
支所、福祉総合相談窓口等
〈市民交流機能〉
集会室、和室等
〈社会教育機能〉
図書館、 森の駅情報ｺｰﾅｰ
〈地域防災拠点機能〉
防災活動室、防災倉庫

等

【課題】
・老朽化した施設、耐震性の
ない施設の存在

・他地域の施設量や利用状況
と比較して施設規模が全体的
に過大

・５施設の利用動線が悪い

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ② 

（
延
床
面
積
を
約
50
％
縮
減
）

複
合
化

施設名 延床面積（㎡）

旧額田支所（未利用） 1,362.74

額田支所 784.72

額田図書館 562.35

森の総合駅 505.42

ぬかた会館 718.16

合計 3,933.39

事業実施前 事業実施後

関係課長を委員とし
た検討部会を設置。

さらに副市長を議長、
関係部課長を委員とし
た上部会議で事業を
推進。

事業実施体制

額田センター

※ぬかた会館は学区住民の
コミュニティー活動の拠点施
設に転用予定
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中心市街地に立地している民間企業の遊休施設を市が取得し、老朽化した青少年センター及び生涯学習セン
ターの機能を移転するとともに、新たに子育て支援機能及び地域交流機能を加え、複合施設として整備する。

青少年センター及び生涯学習センターの機能を集約
公共施設最適化事業債を活用（床面積1,628㎡→1,621㎡）

子育て支援機能（プレイルーム、一時預かり室等）
及び地域交流機能（まちづくり交流スペース等）を追加

○ 商店街に隣接する遊休施設を有効活用することにより、利用者の利便性が向上する。
○ 利用者の異なる機能を１か所に集め、複合施設として整備することにより、多世代の交流を促進する。
○ これらによって、コミュニティの活性化を図るとともに、中心市街地のにぎわいを創出する。

茨城県ひたちなか市（人口15万人）「子育て支援・多世代交流施設整備事業」

生涯学習センター

青少年センター

＋

文 化 会 館

運動ひろば

総 合 病 院

中心市街地のにぎわいの創出

複合化

追 加

移転・
複合化

青少年センター
生涯学習センター

複合化
子育て支援機能
地域交流機能

追加老朽化

老朽化

市営プール

Ｊ Ｒ
勝田駅

○ 民間企業の遊休施設を取得し整備

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ③
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市の中心駅近くに立地している高齢者関連施設の建替えに合わせて、市内に分散している障害者支援施設や
児童福祉施設の機能を「都市中枢ゾーン」内に移転し、複合施設として整備する。

○ 分散している福祉施設機能を１か所に集めることにより、人が集まる都市の拠点をつくり、市の玄関口に
ふさわしいにぎわいの創出に寄与する。

○ 将来的には、市庁舎移転の第一候補地として検討しており、今後の一層の都市機能の強化も見込まれる。

交流・集客ゾーン

流通・業務ゾーン

生活文化ゾーン

歴史的風土ゾーン

歴史文化ゾーン

農業振興ゾーン

風致ゾーン

都市交流ゾーン

都市中枢ゾーン

大阪府岸和田市（人口19.5万人）「新福祉センター整備事業」

岸和田駅周辺を「都市中
枢ゾーン」として位置づけ、

中心市街地の一角として、
商業・業務など都市機能の
集積を図るとともに、地域
福祉を考慮し、市の中枢拠
点としてにぎわいの創出を
図る。

長期的な視点で人口動向や
財政状況を見据え、適正な
保有量を検討するとともに、
地域のニーズや利用状況等
を鑑み、集約化や複合化等、
施設の再配置により公共施設
等の適正化を図る。

公共施設等総合管理計画

岸和田市総合計画におけるまちづくりゾーン図

事業の概要

事業のポイント

総合計画

事業の効果

○ 総合計画及び公共施設等総合管理計画を連携させることで、
まちづくり関係施策を連携させた事業を構築する。

障害支援施設

新福祉センター

児童福祉施設

都市中枢ゾーン

集約化・複合化施設整備事業 ④
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学校施設の老朽化が進行するとともに、人口（児童・生徒）が減少することを踏まえ、２つの小学校及び１つの
中学校を施設一体型の小中一貫校として集約する。（小学校に併設されている児童館も同時に移転し、統合。）

○ 建設する小中一貫校の整備方針及び建設適地について、保護者や地域住民が主体となって検討したこと
で、今後導入される小中一貫教育を地域全体で支えることが期待される。

福岡県飯塚市（人口13万人）「小中一貫校建設事業（幸袋中学校区小中一貫校）」

○学校再編整備等に関するアンケート ○建設適地の比較検討

市が提示した３つの候補地について、保護者全員を対象に実施
した候補地選定に関するアンケートを参考に、周辺環境や通学路
の安全性等、10項目（49細項目）の評点を行った。

保護者及び地域住民により構成される「小中一貫校建設基本構
想検討会」において、上記の評点等を参考に、それぞれの候補地
について意見交換したうえで、投票による選定を行った。

自治会長、PTA及び有識者で構成される「建設適地検討協議会」
にて①安全性、②周辺環境、③通学距離の観点から再度選定を
行い、教育委員会に建議した。

アンケートを踏まえ、「飯塚市立小学校・中学校再編整備計画」
を策定した。

計画では、１２の中学校区それぞれについて再編の方針が定め
られ、幸袋中学校区においては、幸袋小学校、目尾小学校及び
幸袋中学校を施設一体型の小中一貫校として統合することとさ
れた。

市全体における学校の再編整備計画を策定するに当たり、保護
者や地域住民に対して、アンケートを実施した。

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

「飯塚市立小学校・中学校再編整備計画」に基づき新たな学校を
建設するため、保護者や地域住民を中心に建設適地を検討した。

小中一貫校の施設整備に当たり、保護者や地域住民に対して、アンケートや意見交換を行った。

アンケートの内容
・小規模な学級編成（１学年１学級など）が存在していることに
対する考え方

・小中一貫教育の効果
・老朽化による建替えの是非
・小学校及び中学校の通学方法及び通学距離

※併設されている児童館も同時に移転し、統合

集約化・複合化施設整備事業 ⑤
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○ 駅前に立地する公共施設としての利便性を確保するとともに、都市公園の有効活用ができる。
○ 民間活力を導入した公共施設の複合化によって、整備費と維持管理・運営コストの削減が図られる。
○ 生涯学習施設整備事業と民間付帯事業（カフェ及び若者向け賃貸住宅）を一体的に実施することにより、

多世代が交流する賑わいの場の創出と、定住人口の増加が期待できる。

事業の効果

北館
（図書館、公民館、ホール）

新築＋リノベーション

南館
（体育館、こどもスペース等）

リノベーション

事業のポイント

複合化 ７つの施設→２つの施設 延床面積7,561㎡→7,338㎡

官民連携
「PFI （新築及びリノベーション併用型）」 ＋
「定期借地権による民間付帯事業」の一体的な整備運営

1966（昭和41）
大久保公民館・市民会館

1980（昭和55）
大久保図書館

1974（昭和49）
勤労会館

1977（昭和52）
屋敷公民館

1968（昭和43）
生涯学習地区センター
ゆうゆう館

1992（平成4）
藤崎図書館

1975（昭和50）
あづまこども会館

1㎞

中央
公園

京成大久保駅周辺１km圏内にある４つの施設（公民館、図書館、児童館等）と、同駅前に立地する３つの同種
の施設の機能を統合し、ＰＦＩ事業により、同駅に隣接する中央公園内に２つの新たな生涯学習施設を整備する。

事業の概要

習志野市の公共施設再生のモデル事業

北館
(リノベーション) 北館（新築）

京成大久保駅

南館(リノベーション)
市有地の定期
借地権による
民間付帯事業

PFI事業
(官民連携
による事業)

集約化・複合化施設整備事業 ⑥
千葉県習志野市（人口17.3万人）「大久保地区公共施設再生事業」
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児童数の推移や新たな保育サービスの要望に対応するため、石動・大谷学校区に存在する５保育所等を１つ

に、蟹谷学校区に存在する３保育所を１つに統合し、子育て支援センターを併設したこども園を整備する。

○ 新たに子育て支援センターを併設するとともに、多様な保護者ニーズに応えられる保育サービスを提供する。
○ 複数地区に分散していた施設の集約により、維持管理・更新費用を抑えることができる。

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

完成イメージ図 完成イメージ図

（仮称）大谷統合こども園 （仮称）蟹谷統合こども園

機能追加・・・新統合こども園に子育て支援センターを新たに併設

延長保育、土曜保育、休日保育、病児保育（体調不良児対応型）の保育サービスを拡充

住民理解・・・「小矢部市立幼稚園及び保育所統廃合・民営化等推進委員会の最終答申」を踏まえ、

既存施設では対応困難だった保護者ニーズについて、統合により開園日の追加等保育

サービス等の拡充が可能となることを、住民・保護者への説明会等を通じ理解を得て実施

いするぎ おおたに

かんだ

○松沢保育所
○正得保育所
○荒川保育所 （仮称）大谷統合こども園
○若林保育所
○石動幼稚園 延床面積：3,073㎡→2,633㎡

○北蟹谷保育所
○薮波保育所   （仮称）蟹谷統合こども園
○東蟹谷保育所

延床面積：1,879㎡→1,826㎡

石動学校区

大谷学校区

蟹谷学校区

北蟹谷保育所

東蟹谷保育所

薮 波 保 育 所

（仮称）蟹谷統合こども園

石 動 幼 稚 園

荒 川 保 育 所

正 得 保 育 所

若 林 保 育 所

松 沢 保 育 所

（仮称）大谷統合こども園

事業概要図

集約化・複合化施設整備事業 ⑦
富山県小矢部市（人口３.０万人）「統合こども園整備事業」
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昭和40年代頃から中心市街地に建設されている公共施設のうち、老朽化し、または現行の耐震基準を満たし

ていない施設について、よりコンパクトなまちづくりのため、各機能を集約して複合化する。

○ 町のシンボル（顔）として、施設整備と併せ、隣接の公園や沿道と一体の空間整備を行うことで、街並みをリードする

景観を形成する。また、バスセンターの複合化により、交通拠点としての機能も加えることで、にぎわいの創出を図る。

〇 町では、複数施設を複合化することで、整備費や今後60年間の維持管理費も含めたコストが約5.7億円削減され
るものと試算している。

事業の概要

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ⑧
北海道東神楽町（人口１．０万人）「複合施設整備事業」

・中心市街地において、

特に、老朽化し耐震性

の確保が必要となる公

共施設について、複合

化を実施。

・この検討に当たっては、

20名の町民で構成する

検討委員会を設置し、

基本構想や基本計画の

策定に際して同委員会

から意見を聴くなど、

住民との連携を重視し

た。

事業のポイント

事業実施期間：R元～R3年度
総事業費18.0億円

青年会館

バスセンター

交通指導会館

総合福祉会館

※ 複合施設には、この４施設の
ほか、役場庁舎の一部機能や
文化ホール、診療所等も含まれ
る予定（公適債非充当）

複合施設

完成イメージ図
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老朽化が進む、美術館や工芸センター等からなる市立複合施設「みやのまえ文化の郷」と市立博物館を、伊

丹市の歴史・芸術・文化を発信する新たな拠点複合施設「総合ミュージアム」として再整備する。また、併せて、

有効に活用されていなかったスペースを活用し、市立博物館の歴史収蔵庫の移転整備を行う。

○ 歴史・芸術・文化施設を「総合ミュージアム」として一体的に整備することで、各分野の連携による新たな魅力や価値を

創出するとともに、観光分野の強化にもつながる。

○ 老朽化した博物館を除却し、既存施設に複合化することで、維持管理経費が削減できる。また、設備（照明、空調、エ

レベーター等）の改修・更新を行うことで、施設の長寿命化や利用効率化が図られる。

事業の概要

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ⑨
兵庫県伊丹市（人口１９．７万人）「総合ミュージアム等複合化事業」

①各施設の一体利用

②施設の魅力向上・

まちのにぎわい

③ユニバーサルデザ

イン

④機能回復・向上、

老朽改修

事業のポイント

老朽化

完成イメージ図

＋

市立博物館

みやのまえ文化の郷

自転車駐車場

歴史収蔵庫

＋

歴史収蔵庫を移転

総合ミュージアム

事業実施期間：R元～R3年度
総事業費16.9億円

老朽化

スペースを
有効活用
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県と市が文化施設の整備に関する基本協定を締結し、老朽化により施設利用者のニーズに対応することが難
しくなった秋田県民会館と秋田市文化会館の両施設の機能を集約した、県・市連携文化施設を整備する。

○ 県と市の共同整備により、それぞれ単独の建替えよりも、整備費と運営管理コストの縮減が図られる。
○ 秋田市中心部という立地を活かし、日常的に人が集い交流できる施設となり、まちの賑わいが創出される。
○ ホールの一体的・広範な利用が可能となり、これまでは実施することができなかった規模・種類の公演が

実施できるようになるなど、発表・鑑賞機会の充実が図られる。

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

県・市連携協定締結 ＋ 集約化

秋田市中心市街地

芸術文化ゾーン

秋田市文化会館

秋田県民会館

県・市連携文化施設

秋
田
県
庁

秋
田
市
役
所

千
秋
公
園

秋
田
駅

県
立
美
術
館

ア
ト
リ
オ
ン

千
秋
美
術
館

■平成25年度

   知事と市長が、老朽化が進む両施設について、

「県市連携による再編整備の検討」を表明（H25.4）

■平成28年度

  県・市連携文化施設の整備に関する基本協定締結

(H29.1)

県・市連携協定締結の経緯

◎業 務 分 担…施設を連携して整備するため、

 県・市双方の職員による推進体制

 を構築

◎負担のあり方…ホール面積割合を基本とし、県・市

 双方が負担

県・市連携協定締結のポイント

完成イメージ図

県・市連携文化施設

秋田県民会館

老朽化

秋田市文化会館

老朽化

集約化

県民会館と市文化会館を廃止し、

新たに２つの機能を併せ持った

施設を県と市が共同整備

（延床面積）

計：23,588㎡ → 22,653㎡

 県：  9,304㎡

 市：14,284㎡

事業年度：平成29～令和３年度

※約４％減少

集約化・複合化施設整備事業 ⑩（県市連携）
秋田県（人口97.7万人）、秋田市（人口30.8万人）「県・市連携文化施設整備事業」
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隣接している越前市と南越前町が「新斎場整備事業に係る連携協約」を締結し、火葬炉の入れ替え時期を迎
えた越前市斎場の建替えに併せて、南越前町の斎場を集約化する。

○ 単独での建替えよりも、延床面積や火葬炉数を抑えることができ、整備費の縮減が図られる。
○ 建設後についても、越前市及び南越前町の双方において施設維持管理費・修繕費・改修費の削減が

見込める。

事業の概要

事業のポイント

事業の効果

集約化・複合化施設整備事業 ⑪（市町村連携） 
福井県越前市（人口８．０万人）、南越前町（人口０．９万人）「新斎場整備事業」

■令和5年度
南越前町から越前市に、
「今庄地域住民の越前市斎場受入に

ついての要望書」提出（R5.10）

■令和6年度
「越前市と南越前町との新斎場整備

事業に係る連携協約」締結（R6.7）

連携協約締結＋集約化

連携協約締結の経緯

◎業務分担：越前市が中心となり、
南越前町と連携して取り組む

◎費用負担：負担割合は人口按分による

連携協約締結のポイント

越前市斎場

今庄斎場（南越前町）

老朽化

老朽化

越前市斎場

今庄斎場

■事業年度：令和5～11年度
■越前市斎場と今庄斎場を集約した新斎場を整備。

新斎場供用開始後、両既存斎場を除却。
■延床面積

計：1,019.46㎡ → 945.96㎡ ※約7.2％減少 
  市：689.57㎡
  町：329.89㎡

集約化

完成イメージ図

※同敷地内での建替え

既存斎場

今庄地域住民のほとんどが越前市で葬儀
を行っており、利便性の向上を図るため
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駐車場の狭さを要因とする送迎時の道路渋滞の解消と、土砂災害警戒区域からの移転を目的に、２つの保育
所を認定こども園に統合したことに伴い、統合前の保育所を除却するもの。

事業の概要

事業のポイント

集約化・複合化等に伴う除却事業 
広島県大竹市（人口2.5万人）「なかはま保育所、立戸保育所集約化に伴う除却事業」

○ 統合移転新設により年齢別の保育室が整備でき、待機児童が解消された。
○ 一定の広さの駐車場が整備できたことにより、送迎時の道路渋滞等が解消された。
○ 施設の集約により、維持管理経費が減少した。
○ 財源不足により除却できなかった施設を除却することで、跡地の有効活用を推進できる。

事業の効果

○追加機能（別財源で整備）
・子育て世代包括支援センター機能
・母子保健事業実施機能
・就学前～小学校低学年の児童を
対象とした児童館機能

なかはま保育所

立戸保育所

大竹市役所

小方認定こども園

総合的な子育て支援の充実を図るため、機能を追加
するとともに、関係機関と連絡調整しやすい市役所
敷地内に建設

S48.4建築

S54.3建築

R7～8年度
除却

R2～3年度 建設工事
R4.4 供用開始

延床面積：1,936㎡→1,765㎡

集約化

なかはま保育所

立戸保育所

小方認定こども園
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老朽化している瑞陵中学校、釜戸中学校、日吉中学校の３校を統合し、瑞浪北中学校を新たに整備するととも
に、統合前の日吉中学校を転用し、日吉小学校を整備する。

○ ３校を１校に統合することにより、長寿命化改修、建替えを行う場合と比較して約15億円の費用削減になる。
※ 長寿命化改修、建替え：約56億円 → ３校を１校に統合：約41億円

○ 中学校を小学校に転用することにより、転用しない場合と比較して約７億円の費用削減になる。
※ 転用しない場合（旧日吉小の改修）：約10億円 → 転用する場合（旧日吉小の除却、旧日吉中の転用）：約３億円

○ 釜戸中学校については、売却による売却費用効果（約３億円）も見込まれている。

事業の概要

事業の効果

事業のポイント

集約化・複合化事業＋転用事業
岐阜県瑞浪市（人口3.7万人）「瑞浪北中学校施設整備事業」

旧瑞陵中学校

旧釜戸中学校

旧日吉中学校

瑞浪北中学校

＜事業の背景＞

・瑞浪市内の児童生徒

数の減少及び小学校、

中学校の老朽化

・将来的な維持管理

コストの削減

除却

・３校を統合すること

により施設保有量の

適正化を図る。

・既存施設を転用する

ことで建替えに係る

コストを削減する。

売却

新日吉小学校

旧日吉小学校

小学校に転用

中学校機能を集約化

除却

・公立学校施設整備費負担金
・学校施設環境改善交付金
・サステナブル建築物等先導
  事業補助金

充当国庫補助金：1272.6百万円
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老朽化した稲津幼児園の長寿命化改修事業を行う。

○ 施設の長寿命化を図ることにより、建替えによる場合と比較して約1.1億円のコスト削減になる。

※幼児園の建替え：約4.0億円 → 長寿命化：約2.9億円

岐阜県瑞浪市（人口3.7万人）「稲津幼児園大規模改修事業」事業の概要

事業の効果

・外壁改修
・屋根防水工事
・空調設備改修
・保育室の増設

→法定耐用年数47年を超えて

使用目標年数60年に設定

稲津幼児園

＜事業の背景＞
・現稲津幼児園の老朽化

（築後30年経過）
・若者世代の転入増加と、これに

ともなう保育室の不足
・地域が一体となった保育支援の

必要性

事業のポイント

長寿命化事業（公共施設）①

・地域の実情に沿った保育環境の
充実が必要

・より費用対効果の高い施設整備
が求められている。

長寿命化

長寿命化事業

稲津幼児園
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・開館後約４０年を経過した
施設の耐震補強や、特定天
井の改修を行うとともに、
老朽化が著しい内外装や設
備機器等の劣化改修を行い
長寿命化を図った。

開館以来約４０年を経過し老朽化した文化センターについて、耐震補強と劣化改修を実施すること
で長寿命化を図る。

○ 公共施設等適正管理推進事業債を活用することで、耐震補強と国費の対象にならない設備等の改修工事

 を一体的、効率的に実施することができる。

○ 本施設は今後30年間の利活用を目指すものであるが、本件の耐震補強と施設改修の費用は約25億円で

ある一方、建替え費用の想定額は90億円以上であり、事業費の削減につながっている。

福島県須賀川市（人口7.7万人）「須賀川市文化センター耐震補強改修工事」事業の概要

事業の効果

・施設の耐震補強
・特定天井の改修
・内外装の劣化改修
・設備機器等の劣化改修

事業のポイント

長寿命化事業（公共施設）②

長寿命化

事業実施期間：H30～R2年度
総事業費25.4億円

完成イメージ図

須賀川市文化センター【改修前】 須賀川市文化センター【改修後】

建替えと比較し
約６５億円の

事業費の削減
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供用後、約40年以上が経過し、老朽化した大津信楽線における舗装の修繕工事（Ｈ30年に実施）

○ 今回の工事により、10～15年長寿命化することが見込まれる。
○ 交付金の対象とならないが補修の必要があるものについて、公共施設等適正管理推進事業債を活用する

ことで県の負担が軽減され、より多くの箇所の修繕を行うことができる。

滋賀県（人口１４１万人）「大津信楽線舗装補修事業」

舗装の劣化

事業の概要

事業の効果

長寿命化事業（社会基盤施設）①

事業のポイント

【課題】
 ・  道路施設の高齢化や更新時期の集中等により、維持管理に

要する費用が増加し、財政の圧迫が懸念されている。
・   舗装の劣化によるひび割れや剥離が見られ、安全な通行に

支障を生じるおそれがあった。

（目的） 客観的な指標に基づく修繕を行うことで、県内の路面状態の改善を図る
（対応） 舗装状態を評価する指標として全国的に用いられているＭＣＩ※を用いて目標を設定し、

 優先順位付け
※ＭＣＩ（Maintenance Control Index:維持管理指数）
    「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、「平たん性」の３つの要因を組み合わせ、舗装の破損の程度を
  総合評価した指数。

滋賀県 舗装修繕計画（個別施設計画）

舗装のひび割れや剥離
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 河川の流水作用による河床洗堀から、護岸の損傷を予防するため、床固めの設置等による河
床洗堀対策事業を実施する。

○ 交付税措置のある長寿命化事業に係る事業債の拡充により、市の財政負担の軽減が図られ、早期に対策

 が必要な重点箇所の積極的な事業実施が進められている。

〇 長寿命化計画に基づく予防保全型対策を計画的に実施することにより、河床洗堀における１０年以上の長

 寿命化の効果と３０年間で約５億円の事業費の軽減が見込まれる。

神奈川県相模原市（人口７２．２万人） 準用河川姥川河床洗堀対策事業（護岸）

護岸の損傷

事業の概要

事業の効果

長寿命化事業（社会基盤施設）②

事業のポイント

【課題】

頻発する大雨等による河床
洗堀の進行により、基礎天
端や基礎全体が露出し、
対策が必要となっている。

（個別施設計画）
相模原市河川維持管理計画

事業実施前 事業実施後

河床の洗堀

事業実施期間：H30～R2年度
総事業費1.2億円
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 砂防えん堤に損傷等が見られ、施設機能に支障が生じる可能性があるため、修繕を実施し長
寿命化を図る。

○ 修繕を実施したことで施設の健全度が改善され、下流の保全対象に対し、土石流災害を防止することがで

きる。

〇 長寿命化対策により修繕を実施するものについて、公共施設等適正管理推進事業債を活用することで、県

の負担が軽減され、より多くの箇所の対策が行うことができる。

島根県（人口67.1万人） 半場川県単砂防修繕事業

事業の概要

事業の効果

長寿命化事業（社会基盤施設）③

事業のポイント

・完成後、50年以上が経過した

砂防えん堤の施設点検を実施
した結果、堰堤本体に多数の
ひび割れや断面欠損が確認さ
れた。

・今後の豪雨等により土石流が
発生した際に、施設機能の低
下により下流の保全対象に被
害をもたらす危険性があるため、
砂防えん堤の修繕を実施し、土
石流災害を防止する必要があ
る。 事業実施期間：H31～R4年度

総事業費0.4億円

砂防えん堤の損傷
事業実施前 事業実施後

ひび割れ、断面欠損の修繕

42



滋賀県立近代美術館を「人と作品の安全を守る」「みんなにやさしく使いやすい」等の観点から再開館するため
の整備を行う。

○ 屋根の一部改修、空調機器の更新、ガス消火設備の導入等により、人と作品の安全を守るとともに、施設の長寿命化を図る。

○ トイレ等のユニバーサルデザイン化により、だれもが使いやすい施設となる。

○ 展示室やエントランスロビー等の改修を伴うリニューアルオープンにより、「美の滋賀」の拠点として地域の活性化に寄与する。

滋賀県（人口141.3万人）「滋賀県立近代美術館老朽化対策（リニューアル）事業」事業の概要

事業の効果

補助事業、起債事業を効果的に活用しな

がら、リニューアルオープンにふさわしい

施設の改善を行う。

「人と作品の安全を守る」

・空調機器更新、屋根の一部改修

（長寿命化事業、耐用年数：50年→65年）

「みんなにやさしく使いやすい」

・トイレの洋式化、授乳室、ファミリートイ

レ整備（ユニバーサルデザイン化事業）

事業のポイント

長寿命化事業＋ユニバーサルデザイン化事業

事業実施期間：R元～R２年度
総事業費1.5億円

滋賀県立近代美術館

小倉遊亀
コーナー

ボランティア
活動室

コミュニケー
ション・ラボ

■老朽化した空調機器の更新
■エントランス・ロビー天井の耐震化

■各トイレの全面改修（洋式化）
■授乳室や親子で使えるファミリートイレの新設

新設する授乳室

※ このほか、展示室内装の張り替えやLED
照明の導入、ガス消火設備の導入等を予
定（公適債非充当）

ユニバーサルデザイン化事業

長寿命化事業
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夕陽丘高等職業技術専門校の一部を大阪府ＩＴステーション（障がい者就労支援施設）に転用し、障がい者等の
就労支援拠点を整備する。

○ 大阪府ＩＴステーションと夕陽丘校の連携により、あらゆる障がい者への就労支援拠点として、障がい者への職業訓練や就
労支援を効果的に行う。

○ 施設間の連携を深めることにより、障がい者のニーズ把握をはじめ、職業訓練や就労支援を効果的に行うことができる。

大阪府（人口881.4万人）「ITステーション転用事業」事業の概要

事業の効果

夕陽丘高等職業技術専門校 現大阪府 ITステーション＜事業の背景＞

・夕陽丘高等職業技術専門校におい
て、障がい者等への職業訓練を実
施

・大阪府ITステーションにおいて、
障がい者へのIT講習等を通じた就
労支援を実施

・障がい者等の新たなニーズに対応
した職業訓練や多様な障がい者へ
の就労支援の必要性の高まり

事業のポイント

転  用  事  業 ①

・夕陽丘高等職業技術専門校の一部
を、転用債を活用して大阪府ITス
テーションに転用
（現ITステーション跡地は売却予定）

転用イメージ

夕陽丘高等職業技術専門校

【
転
用
前
】

【
転
用
後
】

１階の一部と２階を
新ＩＴステーションに転用

売却予定
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八幡西生涯学習総合センター折尾分館が入居している施設の解体撤去に伴い、用途廃止される予定であった

近隣施設（勤労青少年ホーム）を改修し、生涯学習総合センターに転用する。

○ 転用事業を活用することで、代替地の確保や新たな施設の新築等を行うことなく、施設の有効活用が可能となった。

○ また、移転先の施設について、エレベーターの設置など用途に応じた改修工事を併せて行うことで、行政サービス
の質を保つことができた。

福岡県北九州市（人口96.1万人）「八幡西生涯学習総合センター折尾分館移転事業」事業の概要

転  用  事  業 ②

事業実施前

事業実施後

事業の効果

事業実施期間：R元年度
総事業費0.6億円

転

用

和 室

会議室 エレベーター（新設）

八幡西勤労青少年ホーム

八幡西生涯学習総合センター折尾分館

・八幡西生涯学習総合セン
ター折尾分館の入居施設
が、地区整備を理由に解
体撤去されることとなっ
たため、移転先の施設を
確保する必要があった。

・そこで、勤労青少年の利
用率の低下等により用途
廃止される予定だった勤
労青少年ホームの施設を
改修し、生涯学習セン
ターとして転用すること
とした。

事業のポイント
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・乳幼児健診等の専用会場
がなく、検診ごとに別の
会場（公共施設）で実施
していたため、①会場が
毎回変わりわかりづらい、
②会場の安全や衛生面の
確保に課題がある、と
いった問題があった。

・そのため、市役所の支所
庁舎の改修の際に、庁舎
の執務室を整理してス
ペースを確保し、健診専
用の会場及び保護者の交
流の場を整備。

市役所の支所の一部を、乳幼児健診等の会場及び子育て中の保護者が交流できる場に転用する。

○  乳幼児健診等の専用会場を整備することで、安全や衛生面に配慮した検診が可能となり、また、交流の場を
併設することで、子育て支援の充実にもつながった。

○  泗水支所庁舎の空き部屋、空きスペースについて、有効活用することができた。

熊本県菊池市（人口4.8万人）「母子等保健センター整備事業」事業の概要

転  用  事  業 ③

事業実施前

事業実施後

事業の効果

事業のポイント

菊池市役所泗水支所

事業実施期間：H30～R2年度
総事業費1.3億円

転

用

支所（一部）

検診スペース

支所（一部）

つどいの広場
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【課題】
・少子高齢化に加え、若年層の流
出による定住人口の減少

・少子化に伴う行財政運営における
コストの増

 少子化に伴う利用園児・児童の減少や行財政運営における経費削減のため、本町幼稚園、中之島保育所、四箇郷保育所

及びこども総合支援センターを再編。都市再生整備計画に基づき、中心拠点区域内に認定こども園とこども総合支援センター
の複合施設（教育文化施設）を整備

○ 本町認定こども園及びこども総合支援センターの複合施設の整備により、子育て、教育環境が向上し、まち
 なか居住が促進される。

和歌山県和歌山市（人口35.7万人）「市立認定こども園整備事業」

事業の概要

事業の効果

立地適正化事業 ①

事業のポイント

完成イメージ

四箇郷保育所

複合施設
（旧本町幼稚園）

少子化

中之島保育所

こども総合支援センター

○ 和歌山市立地適正化計画
（平成29年３月１日策定）

・都市機能の立地を適正化するとと
もに、公共交通の充実により、賑
わいのあるコンパクトな拠点を中
心にさまざまな世代が連携・交流
し活力あるまちを形成していくため
のマスタープランとして策定

策定

老朽化

※国庫補助事業に伴って実施する継ぎ足し単独事業
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郊外に位置する老朽化の進んだ総合病院を、市庁舎・図書館等とともに市庁舎敷地一帯に再構築することで
都市機能の集約化を図り、利便性の高いまちづくりを実現

○ 都市機能の集約化が図られることで、一度の外出で用事の済む利便性の高いまちづくりが実現される。
○ 二次救急を担う総合病院の再整備により、地域住民が必要とする診療を維持し、安全・安心なまちづくりが

 実現される。
○ 市庁舎等、施設間でのエネルギーの相互利用を行うことができる。

旧小諸厚生総合病院
老朽化

事業の概要

事業の効果

立地適正化事業 ②

事業のポイント

移転

小諸駅
【課題】
・人口の減少による中心市街地における

郊外化や空洞化
・公共施設における老朽化や未耐震化
・自家用車の利用により排出される二酸化炭素

◎小諸市立地適正化計画（平成29年3月策定）

・市庁舎敷地一帯を様々な都市機能が集積し
た賑わいのある拠点として位置づけ。

・病院の整備に先立ち、平成25年度に商工会
議所、平成27年度に市立図書館を整備。

旧小諸厚生総合病院

小諸厚生総合病院
（浅間南麓こもろ医療センター）

※国庫補助事業に伴って実施する継ぎ足し単独事業

（浅間南麓こもろ医療センター）

長野県小諸市（人口4.2万人）「地域医療体制整備事業」
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駅周辺にある市有地を活用し、民間事業者の提案を受けて新たに交流拠点の整備等を行い、
岡崎駅前の魅力あるまちづくりを促進するもの。

○ 国庫補助事業と一体となって実施する地方単独事業に対して、充当率の高い地方債を活用することで、事業を着実に実施
するとともに、財政負担の平準化を図ることができるようになった。

〇 ペデストリアンデッキ整備により、駅前広場及び周辺の利便性向上、駅前広場での歩行者の安全確保と渋滞対策を図る。

愛知県岡崎市（人口３８．７万人） 岡崎市シビックコア地区駅前広場ペデストリアンデッキ整備事業

事業の概要

事業の効果

立地適正化事業 ③

事業のポイント

【課題】岡崎駅東地区は、
交通拠点として明治・大正
時代から発展してきた既成
市街地だが、近年は都市機
能の低下などが問題となっ
ていた。

（個別施設計画）
岡崎市立地適正化計画

事業実施期間：H29～R2年度
総事業費12.3億円

ペデストリアンデッキ整備 民間集客施設・駐輪場出会いの杜公園

ペデストリアンデッキ整備

H29からR1まで

出会いの杜公園
H30.3.24開園民間集客施設

H29.10.13開業

民間駐輪場
H29.6.30開業
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昭和56年に建設された福祉センターは、段差や駐車場からの動線、窓口の配置などが利用者にとって不便な

配置・構造となっていたため、これらを解消すべく、本館１階への窓口の集約化や段差解消、点字ブロックの設置
等の整備を行った。

○ ハンディキャップを持った方でも利用しやすい施設となった。
○ 利用者の動線を意識することで、効率的かつ利便性の高い機能配置となった。

滋賀県彦根市（人口11.3万人）「彦根福祉センターユニバーサルデザイン化事業」事業の概要

事業のポイント

事業の効果

障害者福祉センター
敷地

福祉センター
別館

スロープの設置

現状

調
理
台

消毒室

社協相談室

EV

授乳室

男子トイレ

女子トイレ

検査室11会議室12会議室

13会議室防災倉庫

カ
ウ
ン
タ
ー

下
足
入
れ

1階

給湯室

身障トイレ空調機械室

下
足
入
れ

14会議室

相談室

社会福祉課

現状

清掃控室

倉庫

給湯室

空
調
機
械
室

相談室

EV
相談室

身障トイレ

男子トイレ女子トイレ

介護福祉課幼児課子ども・若者課

相談室

相談室

２階

子育て支援課
コピー室

相談室

女子更衣室

健推書庫

事業実施前
事業実施後

1階

ユニバーサルデザイン化事業 ①

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
化

窓 口

障害者福祉センターから
障害福祉課を移転

本館２階から
介護福祉課を移転

福祉センター本館

本館１階へ窓口の集約化

歩行ｽﾍﾟｰｽ等整備
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の福島市開催を契機に、障がいのある方や外国人を含め、だれ

もが安心して訪れることのできるまちづくりを推進するため、玄関口となる福島駅前広場の段差の解消や案内看

板の多言語表記化等を行う。

○ ユニバーサルデザイン化事業を活用することで、市の「顔」となる駅前広場が、障害のある方や外国人を含めて、
安心して利用できるエリアとなった。

福島県福島市（人口29.4万人）「福島駅周辺バリアフリー推進事業」事業の概要

ユニバーサルデザイン化事業 ②

事業の効果

事業実施期間：R元～R2年度
総事業費0.2億円

福 島 駅

東
西
自
由
通
路

東 口

ＥＶ

ＥＶ

西 口

広場案内サイン整備
・多言語表記
・ピクトグラム表記

ＥＶ

ＥＶ

広場案内サイン整備
・点字案内板

広場段差改修
・バス乗り場への通路の段差を
解消

東西連絡自由通路照明灯
改修
・照度を高めるためのLED化

○ 福島駅周辺エリアの面
的なバリアフリー化を
行った。

・広場の案内サインの多言
語表記、ピクトグラム表
記、点字案内板の設置

・広場内の段差解消

・地下歩道の照明改修
（LED化）

事業のポイント

51



データ依頼中

・ 湊地区（最大３メートルの浸水が想定）の住民が避難するための施設整備

・ 那智勝浦町地域防災計画（平成27年度改訂）に位置付け

和歌山県那智勝浦町（人口1.5万人）「湊地区津波避難タワー整備事業」

事業の概要

・ 平成26年10月に和歌山県より巨大地震等に対する対策案が発表され、町内の海岸部分の多くが津波避難困難地域に
指定されており、まずは発生確率の高い三連動地震での津波避難困難地域の解消を10年間で完了させることを目標
に対策を進めている。

・ 津波避難タワーの整備にあたっては、三連動地震による津波避難困難地域を優先し、構造については巨大地震を基
準とした仕様としている。

・ 湊地区の沿岸部は、巨大地震発生の際には最大約３.０mの津波が予想され、津波避難困難地域となる。

・ 周囲には高台はあるものの、津波到達時間が早いため（巨大地震で約8分）、住民の避難が困難になることも想定
されることから、津波避難タワーを建設することにより、住民の安全・安心を確保。

整備の必要性・効果

総事業費 ：0.5億円

うち緊防債：0.5億円

高さ：7m、延床面積：54.0㎡、RC構造

その他：100名収容可能

防災物資収納ＢＯＸ 3基設置

ソーラー照明灯内蔵非常用コンセント

施設の概要 完成写真位置図

緊急防災・減災事業 ①

52



緊急防災・減災事業 ②

・ 町内最大の指定避難所である総合研修センターに固定回線をベースとする公衆Wi-Fiを整備し、災害時に連絡・情
報収集が可能な環境を強化するもの。

・ 町の地域防災計画（H30.8改訂）に位置付け。

北海道士幌町（人口0.6万人）「指定避難所Wi-Fi整備事業」

事業の概要

・ 携帯電話のインフラ網が整備され、スマートフォンやタブレット端末が活用されているなか、災害発生時の通信手
段の確保が課題となっていた。

・ とりわけ大規模な災害発生時には、携帯電話回線の混雑によるトラブルなど、避難者が利用不能な状態が発生する
恐れがあることから、多数同時使用が可能なWi-Fiを整備。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：1.7百万円

・うち緊防債：1.7百万円

・Wi-Fi設置か所数：収納機器１か所、アクセスポイ
ント４か所。アクセスポイントには、合計で最大200
台の端末が同時接続可能。

・指定避難所は最大4,000名収容可能。総合研修セン
ターは、体育館、武道館、ホール、和室、会議室を
備えた複合施設。

施設の概要

アクセスポイント

収納機器

外観
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緊急防災・減災事業 ③

・ 指定避難所に指定されている呉市つばき会館（生涯学習センター）の多目的トイレのバリアフリー化

・ 呉市地域防災計画(R4年度改訂)に位置付け

広島県呉市（人口21.5万人）「指定避難所多目的トイレ整備事業」

事業の概要

・平成30年7月豪雨災害と同等の大規模災害の発生時に備え、指定避難所の多目的トイレのバリアフリー化を行うこと
により、障害者を含む避難者の良好な生活環境の確保を図った。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：9.4百万円

・うち緊防債：9.4百万円

・設置箇所：本施設１階、２階の２箇所

・整備内容：オストメイト対応流し、温水対応洗面器、

フィッティングボード

・発災時、本施設には最大約250名の避難者が見込ま
れる。

設備の概要

施工後

機能（例）オストメイト対応流し

機能（例）フィッティングボード
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緊急防災・減災事業 ④

・ 市の地域防災計画と整合を図りつつ、指定避難所である保育所（計４か所）に設置されている危険ブロック塀を撤
去し、メッシュフェンスを設置することで、機能強化を図る。

和歌山県有田市（人口2.9万人）「指定避難所ブロック塀改修事業」

事業の概要

・ 災害時に近隣住民が多く避難する施設となるため、ブロック塀を改修し、避難者の安全確保を図った。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：9.1百万円

（４か所分）

・うち緊防債：9.1百万円

（４か所分）

・最大2m程度の高さがあっ
たブロック塀を、高さを低
くしてメッシュフェンスに
改修。

・各避難所には100名～300
名の避難者が想定されるこ
とから、避難者滞留スペー
スの安全確保を図るため改
修したもの。

整備の概要 外周①：施行前 外周②：施行前

外周②：施行後外周①：施行後

外周③：施行前

外周③：施行後
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緊急防災・減災事業 ⑤

・体育館（指定避難所）の空調整備

・亀山市地域防災計画（H30年度改訂）に位置付け

三重県亀山市（人口4.9万人）「指定避難所（体育館アリーナ）の空調設備整備事業」

事業の概要

・指定避難所である西野公園体育館アリーナ等に空調設備を整備することにより、東南海・南海トラフ地震等による
大規模地震災害の発生時に備え、避難者の良好な生活環境の確保を図った。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：1.2億円

・うち緊防債：1.2億円

・面積：体育館 4,010㎡、アリーナ1,312㎡

・発災時、本体育館には最大約300名の避難者が見込
まれる。

施設の概要

体育館外観

アリーナ

空調設備
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・ 災害時における防災拠点の安全化を図り、防災・減災を加速化させるため、想定津波高よりも高所の津波避難場所
に備蓄倉庫を整備して備蓄を進める。

・ 黒潮町地域防災計画（H27.3策定）に位置付け。

高知県黒潮町（人口1.1万人）「備蓄倉庫設置事業（H30～R元年度計16か所）」

事業の概要

・ 黒潮町は、南海トラフ巨大地震の被害想定で津波高が最大34メートルとなっている。

・ 津波災害時には各地域が孤立することが予想されるため、それぞれで独立して活動できる体制を構築する必要があ
る。

・ 被害想定に基づいて避難場所の見直しや協議を住民と行い、整備箇所を決定。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：0.2億円

・うち緊防債：0.2億円

・規格:間口4.4m、奥行2.3m、高さ2.6m

・計16か所の津波避難場所に備蓄倉庫を設置

・倉庫内には、炊き出し用資機材や担架、簡易トイ
レ、発電機、災害用テント等を備蓄

施設の概要
内部外観

緊急防災・減災事業 ⑥
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・ 有田市役所の自家発電・受電設備が浸水区域にあるため、電源嵩上げのための３階建て管理棟を整備し、自家発

電・受電設備を移設する。

和歌山県有田市（人口2.8万人） 「庁舎電源設備等移設事業」

事業の概要

・ 有田市役所は洪水時、最大６ｍ程度の浸水が予想されており、現在の自家発電設備・受電設備の位置では浸水の危
険性が高い。

・ 災害対策本部が設置されるなど災害時の拠点となる有田市役所の電源を確保することで、大規模災害時における役
場の機能を強化する。

整備の必要性・効果

市役所北側のスペースを活用
し、電源嵩上げのための管理棟
を整備。３階部分に電源設備等
を移設する。

・ 事 業 費 ：2.6億円

・ うち緊防債 ：2.6億円

・ 事 業 年 度：令和２年度

施設の概要 完成イメージ

緊急防災・減災事業 ⑦

電源等

浸水
（6m）
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緊急防災・減災事業 ⑧

・ 大規模災害時等における情報収集のための消防ドローン整備（２機）

愛媛県今治市（人口15万人）「消防ドローン（無人航空機）等整備事業」

事業の概要

・ 市内中心市街地を管轄する消防の拠点となる中央消防署と、島しょ部の中心で消防の拠点となる北消防署に配備

・ 大規模災害発生時において、被害状況を広範囲に、かつ俯瞰的に収集することを容易にするとともに、火災等の

災害時においても、消防職員が立ち入ることが困難な地域や現場の情報を早期に収集し、迅速・的確な人命救助に

つなげる。

整備の必要性・効果

・総事業費 ：8.2百万円

・うち緊防債：8.2百万円

・ドローン２機

・ズームカメラ、広角カメラ、サーマルカメラ

・レーザー距離計

・スピーカー

・測量用ソフトウェア及び地図画像作成システム

設備の概要
サーマルカメラ

切換え

ズームカメラ

ドローンに備えつけられた、温度を可視化するカメラ（サーマルカメラ）で、
火災現場や要救助者の様子を確認可能。
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緊急自然災害防止対策事業 ①

・護岸、排水機場、水門の再整備

・Ｈ31年４月着手、Ｒ３年３月完成

熊本県（人口174.8万人）「白川・緑川圏域河川整備事業」

事業の概要

・白川・緑川圏域においては、護岸について老朽化等により亀裂や洗掘等の損傷が生じており、また、排水機場や水
門についてゲートの水密ゴムの欠損・劣化等による発錆が生じているため、洪水時に適切な機能を十分に発揮でき
ない可能性がある。

・今後の大雨や洪水等による河川の氾濫、家屋の浸水被害を防止するため、緊急に護岸、排水機場、水門の機能向上
を図るための再整備を行うものである。

整備の必要性・効果

総事業費 ：3.0億円

うち緊自債：3.0億円

河川の長さ：1,960m 護岸の高さ：5.0m

その他：排水機場の性能（ポンプ：２台、排
水能力：5.0㎥/秒)

整備の概要 護岸整備：施工後護岸整備：施工前

※写真は過去の類似事業におけるもの。60



緊急自然災害防止対策事業 ②

・農業用水路の改修

・Ｈ31年４月着手、Ｒ２年10月完成

北海道上川郡和寒町（人口0.3万人）「農業用水路整備事業」

事業の概要

・整備対象の農業用水路はコンクリート等で補強されておらず、大雨等の増水に際し、土砂堆積等を原因とした農地
等への越水が頻繁に発生している。

・今後の大雨や洪水等に伴う越水による農地等への浸水被害の発生を防止するため、緊急に農業用水路についてコン
クリートによる補強を行うとともに、勾配を急にするための工事を実施するもの。

整備の必要性・効果

総事業費 ：0.2億円

うち緊自債：0.2億円

水路の長さ：360m 護岸の高さ：0.6m

整備の概要 水路整備：施工後水路整備：施工前

※写真は過去の類似事業におけるもの。61



緊急自然災害防止対策事業 ③

・ため池の堤体の補強工事

・Ｒ１年９月着手、Ｒ３年２月完成

宮城県大崎市（人口13万人）「松山地区ため池整備事業」

事業の概要

・Ｈ30年度に実施した緊急点検において、ため池の堤体の内側に設置されている遮水シートに損傷が発見され、この
まま放置した場合、法面崩壊と洗掘が進み、最終的に決壊する危険性がある。

・ため池が決壊した場合の農用地や沿道の浸水被害等を防止するため、緊急にため池の堤体の補強を行うものである。

整備の必要性・効果

総事業費 ：0.6億円

うち緊自債：0.5億円（0.1億円は県補助金）

ため池貯水量：23,100㎡ 受益面積：16ha

堤体の高さ：6.7m

整備の概要
ため池堤体整備：施工後ため池堤体整備：施工前

※写真は過去の類似事業におけるもの。62



緊急自然災害防止対策事業 ④

・法面防護事業

・Ｒ１年11月着手、Ｒ２年３月完成

兵庫県太子町（人口3.4万人）「町道丸山線法面防護事業」

事業の概要

・法面より落石及び浮石が確認され、上部においても風化が進んでおり、今後同様の落石事故発生の危険性が高い状
況であった。

・事業箇所は、人や車両の往来が多い幹線道路と鉄道高架が交差する場所であり、官民の安全パトロール等で危険を
察知していたが、当該事業債の活用により早期事業化が実現し、通行者の安全確保に寄与した。

整備の必要性・効果

総事業費 ：6.6百万円

うち緊自債：6.6百万円

施工範囲：落石防護策：185㎡

整備の概要 法面防護：施工後法面防護：施工前
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緊急自然災害防止対策事業 ⑤

・急傾斜地の法面対策工事

・Ｈ30年６月着手、Ｒ２年３月完成

愛媛県今治市（人口15.8万人）「波止浜公園法面崩落防止対策事業」

事業の概要

・急傾斜地の表土質が脆く、イノシシの獣害もあり、頻繁に土が民家等に落下し被害を及ぼしている箇所について、
更なる被害を防止するため行うもの。

・法面直下への土砂流入を予防することができ、周辺民家等への被害抑制、また法面上部にある公園内通路の崩壊を
防止でき、公園施設の安全な利用促進の効果あり。

整備の必要性・効果

総事業費 ：0.2億円

うち緊自債：0.1億円

施工延長：Ｌ＝30.1ｍ

整備の概要
急傾斜地法面対策：施工後急傾斜地法面対策：施工前
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緊急自然災害防止対策事業債 ⑥（流域治水対策）
雨水貯留施設 移動式排水施設

○ 公園や校庭の地下に、浸透槽用貯留材等を設置することにより、雨水を貯

留する施設を整備し、周辺地域の浸水・冠水等による被害を防止。

○ 豪雨等により流れが悪くなり、氾濫のおそれのある支流から、本流へ雨

水を排水することで、周辺地域の浸水・冠水被害を防止。

施工後

施工中

（例：公園貯留施設、校庭貯留施設の整備） （例：排水ポンプ車の整備）

（例：災害監視設備、情報通信機器、災害監視システムの整備）

○ 現場の監視設備、本部への情報通信設備及びサーバ等を含む災害監視

システムを一体的に整備可能。

現場
（子局）

本部
（親局）

河川監視カメラ 水位計

情報基盤整備

本部サーバ

本
流
側

支
流
側
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  平成３０年度から令和２年度まで 合計 １，６５０，０００千円

■ 国管理一級河川  箇所数 ： ５箇所 ８５５，０００千円
■ 県管理一級・二級河川 箇所数 ： １４箇所 ３００，０００千円
■ 市管理準用・普通河川 箇所数 ： ３５箇所 ５００，０００千円

国・県・市の河道掘削・浚渫箇所

緊急浚渫推進事業債 ①

国・県・市が
一体的に取り組んだ結果

事業の効果

実施箇所（例）

山口県防府市（人口11.6万人）「河川浚渫事業」
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緊急浚渫推進事業債 ②
【岡山県井原市 竜王川（準用河川）】 【宮崎県日南市 水ヶ谷川（普通河川）】

浚渫前

平成30年豪雨時に、竜王川が氾濫し近隣に浸水被害
があったが、同程度の雨量の令和２年７月豪雨では氾
濫・浸水被害が発生しなかった。

浚渫事業実施後、令和２年度７月豪雨では冠水の危険
性が発生せず、道路の冠水および農地への被害を防ぐ
ことができた。

事業の効果事業の効果

浚渫後

■ 緊急浚渫推進事業債を活用して、令和２年６月実施■ 緊急浚渫推進事業債を活用して、令和２年５月実施

【鹿児島県龍郷町 秋名川（普通河川）】

浚渫前

浚渫後

浚渫前

浚渫後

堆積した土砂の流入により、下流の県管理河川（２級河
川）の水位が豪雨時に氾濫危険水位となったり、集落
排水が逆流し浸水被害が発生するリスクを低減した。

■ 緊急浚渫推進事業債を活用して、令和２年９月実施

事業の効果
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緊急浚渫推進事業債 ③
農業用ため池の浚渫

【福島県天栄村】【石川県中能登町】

緊急浚渫推進事業債については、創設から令和５年度で４年目を迎え、全国の地方公共団体の多くの箇所で活用されています。
当事業債の更なる活用を目的に、活用事例を以下のURLに掲載しておりますので、そちらもご参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000856054.pdf

農業用ダムの浚渫

【長野県上田市】

クリークの浚渫

【福岡県みやま市】
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４．活用可能な資金
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地方公共団体
金融機構資金

すべての都道府県、市区町村が共同で設立した機構が市場で債券を発行
して調達したもの

銀行等引受資金
指定金融機関やそれ以外の銀行・信用金庫・信用組合・農協あるいは共
済組合等から借り入れるもの

市場公募資金 債券発行市場において公募により借り入れるもの

起債時に活用可能な資金について
・ ①集約化・複合化事業、②長寿命化事業、③転用事業、④立地適正化事業、⑤ユニバーサルデザイン化事業、

⑦緊急防災・減災事業、⑧緊急自然災害防止対策事業については、地方公共団体金融機構資金、銀行等引受
資金及び市場公募資金の活用が可能。

※ ①集約化・複合化事業のうち国庫補助事業として実施される事業については、財政融資資金（国が国債を発行し市場から調達
したもの）の活用が可能

※ ⑧緊急自然災害防止対策事業債のうち、流域治水プロジェクト又は流域治水計画に基づき都道府県又は指定都市が行う一級河
川又は二級河川に係る事業（河川改修及びダムを除く。）については、財政融資資金（国が国債を発行し市場から調達したも
の）の活用が可能。

・ ⑥除却事業、⑨緊急浚渫推進事業債については、銀行等引受資金及び市場公募資金の活用が可能。
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○地方公共団体金融機構は、全ての都道府県、市区町村の出資により設立された地方債資金の共同調達機関である

地方共同法人です。

○資本市場から資金を調達し、地方公共団体に最長40年におよぶ長期・低利の資金を安定的に供給しています。

○機構に設置されている地方公共団体健全化基金の運用益等を用いて地方公共団体への貸付けについて利下げを行うことにより、

「機構特別利率」を適用し低利による資金融資を実現しています。

○「借入条件セルフチェックシート」や総支払額の試算ができる「償還年次表シミュレーション」機能の提

供により、地方公共団体の資金調達をサポートしています。

○借入の申込書類は、電子申請で作成・提出することができ、借入申込手続の省力化・効率化を図っています。

公共施設などの整備事業に最長30年の長期資金を低利で融資しています

事業名 償還年限 適用利率 R７地方債計画額

適正管理推進 公共施設等適正管理推進事業

３０年 機構特別
利 率

１，７２８億円

防災・減災対策
緊急防災・減災事業 ２，０００億円

緊急自然災害防止対策事業 １，００７億円

地方公共団体金融機構

地方公共団体金融機構資金について
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長期・低利資金の貸付

 公共施設等適正管理推進事業債等（上記３事業）については、償還期限
30年（５年据置）の長期貸付を実施しています。

 基準利率（資金調達コストを基礎として算定）より低い機構特別利率を適用し、
低利での貸付を行っています。（同一償還条件における財政融資資金利率が
下限となります。）

※償還期限30年（５年据置）固定金利方式
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金利方式・償還方法等、借入条件に関する簡単な５つの設問（選択式）に回答することで、その借入条件の特徴と留

意事項が整理できるようになっています。回答結果に続く参考資料で起債に関する知識を深めることができます。

取得方法：機構内ＨＰ＞融資のご案内＞様式ダウンロード

または 電子申請・通知システム＞その他＞ダウンロード＞その他

金利方式・償還方法・借入金額・想定利率等、借入条件を入力することで、総支払額の試算ができます。

取得方法：電子申請・通知システム＞情報提供＞シミュレーション

借入条件セルフチェックシート

償還年次表シミュレーション

金利方式は、
○固定金利
○利率見直し「５年ごと」「10年ごと」「15年ごと」

「20年後」「30年後」
のなかから選択できます。

最適な借入れ条件での資金調達をサポート

多様な金利方式や償還方法から最適な借入れ条件を選択

償還方法は、
○元利均等償還
○元金均等償還

を選択できます。
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地方公共団体

電子申請によるメリット

 借入申込書の作成時
電子申請・通知システムに金利方式、償還方

法等の入力・登録した情報が、借入申込書に
自動反映されます。
借入申込書の郵送が不要となります。

 借入申込調書の作成時
同意額、実起債額、借入額、不用額等のエ

ラーチェックにより誤入力を防ぐことができます。
事業費や実起債額から充当率のチェックが

行われ、過充当となることを防ぐことができます。
借入申込調書の郵送が不要となります。

 借用証書の作成時
借用証書の電子化により、借用証書の郵送

が不要となります。

地方公共団体
金融機構

電子申請・通知
システム

最小限の書類、電子申請による簡便な借入申込み

借入申込みに必要な書類は、３枚（①借入申込書、②借入申込調書、③起債計画書等の
写し）のみです。

電子申請（電子署名方式）により、システム上で借入申込手続きが完結します。

電子署名

システム上で登録

借用証書
データ受領

借入申込
データ受領借入申込書等

借用証書

※ 令和７年11月以降の手続き内容を記載しております。

システム上で手続きが完結
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５．参 考 資 料
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地方債同意等基準 ①

○令和７年度地方債同意等基準 （令和７年総務省告示第135号）（適正管理関係抜粋）

第二 協議団体に係る同意基準

二 協議に当たっての事業区分

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

⑹ 一般単独事業

⑦ 公共施設等適正管理推進事業

公共施設等適正管理推進事業については、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等における次

に掲げる地方単独事業等を対象とするものとする。

ア 集約化・複合化事業

イ 長寿命化事業

ウ 転用事業

エ 立地適正化事業

オ ユニバーサルデザイン化事業

カ 除却事業

なお、令和２年度地方債同意等基準（令和２年総務省告示第127号）第二の二の１の(一)の⑹の⑦のカに定める「市

町村役場機能緊急保全事業」については、令和２年度までに実施設計に着手した事業を引き続き対象とするものとす

る。
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地方債同意等基準 ②

○令和７年度地方債同意等基準 （令和７年総務省告示第135号） （防災・減災対策関係抜粋）

第二 協議団体に係る同意基準

二 協議に当たっての事業区分

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

⑵ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業については、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年

12月11日閣議決定。以下「５か年加速化対策」という。）に基づく補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負

担金並びに５か年加速化対策に基づく独立行政法人水資源機構の行う農業農村整備事業に係る法令に基づく負担金を

対象とするものとする。
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地方債同意等基準 ③

○令和７年度地方債同意等基準 （令和７年総務省告示第135号） （防災・減災対策関係抜粋）

第二 協議団体に係る同意基準

二 協議に当たっての事業区分

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

⑹ 一般単独事業

⑥ 緊急防災・減災事業

 緊急防災・減災事業については、防災基盤の整備事業及び公共施設又は公用施設の耐震化事業で、東日本大震

災等を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業等（地財

法第33条の５の14に規定する計画に基づいて行われる情報システム又は情報通信機器等の整備を含み、機能強化を

伴わない既存の施設・設備の更新を除く。）を対象とするものとする。

⑧ 緊急自然災害防止対策事業

 緊急自然災害防止対策事業については、緊急自然災害防止対策事業計画において緊急に行うべき事業として位置

づけられた災害発生予防及び災害拡大防止に係る地方単独事業を対象とするものとする。

⑨ 緊急浚渫推進事業

 緊急浚渫推進事業については、地財法第33条の５の11の規定に基づき、同条に規定する計画において緊急に行う

べき事業として位置づけられたしゆんせつ及び樹木の伐採に係る地方単独事業を対象とするものとする。
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地方債同意等基準運用要綱 ①

○令和７年度地方債同意等基準運用要綱（適正管理関係抜粋）
第一 協議等手続に関する事項

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

⑹ 一般単独事業

⑥ 公共施設等適正管理推進事業 

ア 集約化・複合化事業は、集約化・複合化施設整備事業及び集約化・複合化等に伴う除却事業であり、具体的な取扱いについては、
次に掲げるところによるものであること。

(ｱ) 集約化・複合化施設整備事業

ａ 集約化・複合化を行おうとする施設に係る個別施設計画（当該地方公共団体における公共施設等総合管理計画に基づき、個別
施 設ごとの具体の対応方針を定める計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた集約化事業又は複合化事業であって、建築物
にあっては全体として延床面積が減少するもの、非建築物にあっては全体として維持管理経費等が減少すると認められるもので
あること。

ｂ 集約化・複合化による統合前の施設の廃止が、集約化・複合化による統合後の施設の供用開始から５年（都市再生特別措置法
（平成14年法律第22号）第81条第１項に規定する立地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）に基づき施設の集約化・複合
化を行う場合にあっては10年）以内に行われるものを対象とするものであること。

ｃ 公用施設や公営住宅、公営企業施設等（以下「公用等施設」という。）を整備する事業は、対象とならないものであること。

ｄ 複数の地方公共団体が連携して実施する集約化事業や複合化事業（集約化・複合化する施設を有しない地方公共団体が事業
の実施主体となる場合を含む。）についても、当該事業が地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の２第１項に規定する連携
協約や協定等（以下「連携協約等」という。）に基づいて行われる場合には、対象となるものであること。

ｅ 国庫補助事業として実施される事業についても対象事業に含まれるものであること。
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地方債同意等基準運用要綱 ①

○令和７年度地方債同意等基準運用要綱（適正管理関係抜粋）
(ｲ) 集約化・複合化等に伴う除却事業

ａ 集約化・複合化又は機能廃止（集約化・複合化又は建替えを行わずに施設の機能を廃止するものをいう。）（以下「集約化・複合化
等」という。）に伴い施設の除却（地財法第33条の５の８に規定する公共施設等の除却）を行うものであって、当該施設に係る個別施
設計画に位置付けられた事業であること。ただし、既存建物を撤去しなければ、施設の新増築ができない場合等新施設の建設事業
を実施するために直接必要と認められる場合は、第一の一の２(4)によるものであること。

ｂ 集約化・複合化（統合後の施設の整備を行うものに限る。）に伴う除却である場合においては、統合後の施設について、建築物に
あっては全体として延床面積が減少するもの、非建築物にあっては全体として維持管理経費等が減少すると認められるものであるこ
と。

ｃ 集約化・複合化（統合後の施設の整備を行うものに限る。）に伴う除却である場合においては、集約化・複合化による統合前の施設
の廃止が、集約化・複合化による統合後の施設の供用開始から５年（立地適正化計画に基づき施設の集約化・複合化を行う場合に
あっては10年）以内に行われるものを対象とし、機能統合（集約化・複合化であって統合後の施設の整備を行わないものをいう。）又
は機能廃止に伴う除却である場合においては、除却対象である既存施設の除却が、当該施設の供用廃止から５年以内に行われる
ものを対象とするものであること。ただし、令和６年度以前に実施した集約化・複合化等に伴い施設の除却を行う事業については、こ
の期間に関わらず、対象となるものであること。

ｄ 公用等施設を除却する事業は、対象とならないものであること。

ｅ 複数の地方公共団体が連携して実施する集約化・複合化に伴う施設の除却を行う事業についても、当該事業が連携協約等に基づ
いて行われる場合には、対象となるものであること。

ｆ 国庫補助事業として実施される事業についても対象事業に含まれるものであること。

イ 長寿命化事業の取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。

(ｱ) 個別施設計画に位置付けられた公共用の建築物並びに道路、河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、港湾施設、都市公園
施設、空港施設、治山施設、林道、漁港施設、農業水利施設、農道及び地すべり防止施設（(ｳ)において「道路等」という。）に係る長寿
命化事業を対象とするものであること。

(ｲ) 公共用の建築物については、法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表第１に掲げ
る耐用年数をいう。）を超えて公共用の建築物を使用するために行う改修事業を対象とするものであること。

(ｳ) 道路等については、インフラ長寿命化計画（「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月、インフラ老朽化対策の推進に関する関係
省庁連絡会議）に基づき、維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする計画として所管省庁が策
定することとされている計画をいう。）等を踏まえて実施される改修事業を対象とするものであること。

(ｴ) 公用等施設の改修事業は、対象とならないものであること。

(ｵ) 対象となる事業について、改修前の施設の面積を上限として、起債対象事業費を算出するものであること。
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地方債同意等基準等運用要綱 ②

ウ 転用事業の取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。

(ｱ) 個別施設計画に位置付けられた施設の転用事業を対象とするものであること。

(ｲ) 転用後の施設が公用等施設である事業は、対象とならないものであること。

(ｳ) 対象となる事業について、転用前の施設の面積を上限として、起債対象事業費を算出するものであること。

エ 立地適正化事業の取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。

(ｱ) 立地適正化計画に基づく事業であって、都市再生特別措置法第81条第２項第２号に規定する居住誘導区域又は同項第３号に規定す
る都市機能誘導区域で実施することが補助率かさ上げ等の要件となっている国庫補助事業を補完する事業（(ｳ)において「補完事業」と
いう。）及び当該国庫補助事業と一体的に実施される事業を対象とするものであること。

(ｲ) 公用等施設を整備する事業は、対象とならないものであること。

(ｳ) 補完事業については、対象となる事業について、事業実施前の施設の面積を上限として、起債対象事業費を算出するものであること。

オ ユニバーサルデザイン化事業の取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。

(ｱ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。）に基づく公共施設
又は公用施設のバリアフリー改修事業であり、具体的には次の事業を対象とするものであること。

    ａ バリアフリー法第25条に規定する移動等円滑化基本構想に基づく事業

    ｂ バリアフリー法第10条に規定する道路移動等円滑化基準、第13条に規定する都市公園移動等円滑化基準及び第14条に規定する

建築物移動等円滑化基準等に適合させるための改修事業

(ｲ) (ｱ)以外の公共施設又は公用施設のユニバーサルデザイン化のための改修事業（「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年
２月、ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議）におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえて実施される公共施設又
は公用施設の改修事業）についても対象とするものであること。

(ｳ) (ｱ)ｂ及び(ｲ)については、個別施設計画又はユニバーサルデザイン化を推進するために策定する計画に位置付けられている事業であ
ること。

(ｴ) 公営住宅や公営企業施設等を整備する事業は、対象とならないものであること。

カ 除却事業については、地財法第33条の５の８に規定する公共施設等の除却を行う事業を対象とするものであること。

キ 資金は、地方公共団体金融機構資金又は民間等資金とすること。また、集約化・複合化事業（ア(ｱ)のうち国庫補助事業として実施さ
れる事業に限る。）については、財政融資資金も充てることができるものであること。
ただし、ア(ｲ)及びカに係る資金は、民間等資金とし、償還年限は、原則として10年以内とすること。
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地方債同意等基準運用要綱 ③

○令和７年度地方債同意等基準運用要綱（防災・減災対策関係抜粋）

第一 協議等手続に関する事項

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

  ⑵ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業の対象事業に係る継ぎ足し単独事業及び関連して実施される単独事業については、事業内容に
応じてそれぞれ他の事業債の対象とするものであること。

イ 国営、都道府県営及び団体営土地改良事業に係る地方公共団体の負担金については、「土地改良事業における地方公共団体の負担

割合の指針」（平成３年５月31日付け構改D第389号農林水産省農村振興局長通知）において、地方公共団体が負担すべきとされている
額を対象とするものであること。

ウ 資金は、財政融資資金又は民間等資金とすること。
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地方債同意等基準運用要綱 ④

第一 協議等手続に関する事項

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

  ⑹ 一般単独事業
 ⑤ 緊急防災・減災事業

ア 緊急防災・減災事業については、次に掲げる事業を対象とするものであること。

(ｱ) 大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備

ａ 消防団拠点施設等（災害時に消防団や自主防災組織等の活動拠点となるよう、備蓄倉庫や資機材庫等の機能を備え、平時に消防団

や自主防災組織等の訓練・研修等が行える公共施設）

ｂ 防災資機材等備蓄施設及び拠点避難地（夜間照明や備蓄倉庫等を併設した大規模災害発生時の避難地となる施設）

ｃ 災害応急対策を継続するための設備・車両資機材（非常用電源及、トイレカー及び可搬式の燃料給油機）

ｄ 緊急時に避難又は退避するための施設（津波避難タワー、活動火山対策避難施設等）

ｅ 避難路・避難階段（避難経路や緊急車両の進入経路等災害時において、避難するために特に必要な道路や階段の新設・改良等。社会

福祉法人が整備する社会福祉施設及び学校法人が整備する幼稚園等に係るものを含む。（地方公共団体の補助金を限度とする。））

ｆ 次の公共施設又は公用施設において、防災機能を強化するための施設（電源設備等の嵩上げ・上層階への移設、機械施設等への止水

板・防水扉の設置等の浸水対策、災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀の安全対策、天井に設置している設備の落下防止対策、夜

間照明、避難のための屋上階段の設置など避難者の安全性向上のために必要な改修等。社会福祉法人が整備する社会福祉施設及び

学校法人が整備する学校施設に係るものを含む。（地方公共団体の補助金を限度とする。））

(a) 指定避難所

(b) 災害時に災害対策の拠点となる公共施設又は公用施設

(c) 不特定多数の者が利用する公共施設（橋梁等の道路及び歩道橋等の交通安全施設を含む。）

(d) 災害時に要配慮者対策が必要となる社会福祉事業の用に供する公共施設

(e) 災害時に要配慮者対策が必要となる幼稚園等

  ｇ 指定避難所における避難者の生活環境の改善や感染症対策に係る施設（トイレ、更衣室、授乳室、シャワー、空調（断熱性確保のため

  の工事を含む。）、Wi-Fi、バリアフリー化、換気扇、洗面所、男女別の専用室、非接触対応設備、発熱者専用室、要配慮者を滞在させる

  ための居室等。社会福祉法人が避難者のために整備する社会福祉施設及び学校法人が避難者のために整備する学校施設に係るもの

  を含む。（地方公共団体の補助金を限度とする。））
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地方債同意等基準運用要綱 ⑤
ｈ 災害時に災害対策の拠点となる公用施設における災害対策本部の設置、応援職員の受入れ、災害応急対策に係る施設（地域防災計画等

に位置付けられる災害対策本部員室、災害対策本部事務局室（オペレーションルーム）（危機管理担当執務室を含む。）、応援職員のための

執務室、一時待避所、物資集積所等）

ｉ  応急対策職員派遣制度に基づき派遣される応援職員のための宿泊機能を有する車両

ｊ  救急業務に従事する救急隊員及び救急隊員と連携して出動する警防要員の使用する消防本部、消防署及び出張所における感染症対策に

係る施設（仮眠室・浴室の個室化、消毒室、トイレ、換気扇、非接触対応設備、固定式間仕切り、救急資器材・資機材用備蓄倉庫等）

ｋ 緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設

ｌ  緊急消防援助隊の編成に必要な施設のうち、緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等

ｍ 緊急消防援助隊受援計画に宿営場所として位置付けられた消防本部、消防署、出張所及び消防学校における女性専用施設（浴室、トイレ、

仮眠室、更衣室、洗面所等）

ｎ  消防団に整備される施設（消防団活動を行うにあたり必要となる、指揮広報車、消防ポンプ自動車、消防団情報伝達システム等）のうち、消

防団の機能強化を図るための施設・設備（消防団車両の増強、初期消火資機材の増強や救助活動等を行うために必要な車両の整備、ド

ローンの整備、避難誘導を行う消防団の情報伝達手段の整備等）

ｏ 消防水利施設

ｐ 初期消火資機材

q 消防本部又は防災部局に整備される災害対応ドローン（水中ドローン及び物資輸送用ドローンを含む。） 
(ｲ) 大規模災害に迅速に対応するために緊急に整備する必要のある情報網の構築

消防防災情報通信施設のうち、次の事業を対象とする。

ａ 消防救急デジタル無線の機能強化を伴う更新

ｂ 防災行政無線のデジタル化及びデジタル化された防災行政無線の住民への防災情報の確実な伝達のための機能強化

ｃ 全国瞬時警報システム（Jアラート）の新型受信機の整備及び情報伝達手段の多重化

ｄ 防災情報システムなど大規模災害時の情報伝達のために必要な通信施設

ｅ 「地域衛星通信ネットワークの第３世代システム等の一体的な整備の推進について」（令和３年１月22日付け消防情第30号消防庁国民保護・

防災部防災情報室長通知）に基づき、都道府県が実施する以下の(a)から(c)までの要件の全てを満たす、都道府県庁と都道府県内の全市町

村とを結ぶ一体的な衛星通信システムに係る整備事業等（同衛星通信システム整備事業に対する市町村が実施する追加的整備事業及び

負担金を含む。）

(a) 災害発生時に輻輳を回避するための専用通信網もしくは帯域保証により安定的な通信を確保できること

(b) 災害対応を円滑に行うために画像やデータを円滑にやり取りできるだけの十分な回線容量を常に確保すること

(c) 被害状況等に係る情報を円滑に共有するために都道府県庁と都道府県内の全市町村とを結ぶ一体的なネットワークであること

ｆ 災害時オペレーションシステム
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地方債同意等基準運用要綱 ⑥
(ｳ) 施設の大宗が浸水想定等区域内にあり、地域防災計画上、浸水対策等の観点から移転が必要と位置付けられた次の公共施設又は公用施設

の移転

ａ 次の施設の移転を対象とする。

(a)施設の大宗が津波浸水想定区域内にあり、大規模地震が発生した場合に甚大な被害を受けると想定され、災害時に災害対策の拠点となる

公共施設又は公用施設、災害時に要配慮者対策が必要となる公共施設（社会福祉事業の用に供する公共施設及び幼稚園等）の移転

(b) 施設の大宗が洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の区域内にある消防署所等の移転

ｂ 庁舎については、原則として次に定める面積及び㎡当たり単価に基づき算定した額を上限として、起債対象事業費を算出するものであること。

(a) 面積

入居職員数×職員一人当たり面積（35.3㎡）と移転前面積を比較して大きい方

(b) ㎡当たり単価

501千円

ｃ 庁舎以外の公共施設又は公用施設の移転については、原則として移転前の延床面積を上限とするものであること。

ｄ 用地については、移転前の用地面積を上限とするものであること（庁舎の用地費については、ｂで算定した起債対象事業費とは別に対象とな

るものであること。）。

ｅ 地理的な制約のため浸水想定等区域内において建替えを行う場合のかさ上げに要する経費等も対象となるものであること（庁舎のかさ上げに

要する経費等については、ｂで算定した起債対象事業費とは別に対象となるものであること。）。

(ｴ) 「市町村の消防の広域化に関する基本指針」に基づき、広域化したもの又は広域化の期限までに広域化するもの（消防広域化重点地域に指定

されたものに限る。）が実施する消防広域化事業又は「消防の連携・協力の推進について」に基づき、消防の連携・協力を行うものが実施する消

防の連携・協力に関する事業

  ａ 広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築（一体的に整備する自主防災組織等のための訓練研修施設を含む。）

ただし、広域消防運営計画等において消防署所等の再配置が必要であると位置付けられたものは、新築についても対象とするものであること。

ｂ 広域消防運営計画等に基づく消防署所等の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両等の整備

ｃ 広域消防運営計画等に基づき統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる改築

ｄ 連携・協力実施計画に基づき必要となる高機能消防指令センターの整備

ｅ 連携・協力実施計画に基づき必要となる訓練施設の整備

ｆ  連携・協力実施計画に基づき必要となる消防用車両等の整備（「消防の連携・協力による消防用車両等の共同整備の実施にあたっての留意

事項」（令和４年３月31日付け消防消第102号消防庁消防・救急課長通知）に掲げる消防用車両等に限る。）
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地方債同意等基準運用要綱⑦
(ｵ) 大規模災害時に防災拠点となることや人命に対する被害等が生じると見込まれるため、地域防災計画上、その耐震改修を進める必要があ

るとされた公共施設又は公用施設の耐震化

次の施設の耐震化（社会福祉法人が整備する社会福祉施設及び学校法人が整備する学校施設に係るものを含む。（地方公共団体の補助

金を限度とする。））を対象とする。なお、原則として耐震化を目的とする当該施設の一部改築又は増築を対象とするものであること。ただし、消

防署所等については、耐震性が十分でないことから、早急に耐震化を行う必要があり全部改築することがやむを得ないと認められるものにつ

いて対象とするものであること。

ａ 指定避難所

ｂ 災害時に災害対策の拠点となる公共施設又は公用施設

ｃ 不特定多数の者が利用する公共施設（橋梁等の道路及び歩道橋等の交通安全施設を含む。）

ｄ 災害時に要配慮者対策が必要となる社会福祉事業の用に供する公共施設

ｅ 災害時に要配慮者対策が必要となる幼稚園等

ｆ 地震による倒壊の危険性が高い庁舎（Is値0.3未満）であって、地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に定められ

た施設

イ アで対象としている事業を、防衛施設周辺の生活環境の整備に係る補助金、社会資本整備総合交付金（離島広域活性化事業に限る。）及び奄

美群島振興交付金を受けて実施する場合も、緊急防災・減災事業の対象とするものであること。

ウ アで対象としている事業のうち、高機能消防指令センターの整備に係る事業については、標準仕様書に基づく消防指令システムの整備を伴うも

のに限り、対象とするものであること。なお、令和５年度までに基本設計が完了した消防指令システムの整備を伴うものについては、令和７年度

以降も引き続き緊急防災・減災事業の対象とするものであること。

エ ア(ｱ)ｇ及び(ｲ)（ｅを除く。）で対象としている事業のうち、⑪ア(ｱ)及びイに該当する地方単独事業については、緊急防災・減災事業の対象とする

ものであること。 
オ 資金は、地方公共団体金融機構資金又は民間等資金とすること。

ただし、エにかかる資金は、民間投資金とし、償還年限は、原則として５年以内とすること。
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地方債同意等基準運用要綱 ⑧

第一 協議等手続に関する事項

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分

㈠ 一般会計債

  ⑹ 一般単独事業
 ⑦ 緊急自然災害防止対策事業

ア 緊急自然災害防止対策事業については、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するための治山、砂防、地すべり、河川、林地

崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利防災（防災重点農業用ため池（防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法

（令和２年法律第56号）第２条の２に規定するもの）の防災工事を含む。）、海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、港湾防災、

漁港防災、農道防災、林道防災、都市公園防災、下水道（fに定める事業に限る。) 及び道路防災（gに定める事業に限る。)に係る国庫補

助の要件を満たさない地方単独事業を対象とする。

ただし、流域治水プロジェクト（「流域治水プロジェクトの推進について」（令和２年６月10日付け国水河計第17号国土交通省水管理・国

土保全局河川計画課長通知）及び「二級水系における流域治水プロジェクトの推進について」（令和２年10月27日付け国水河計第39号

国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長通知）に基づき策定されるものをいう。以下同じ。）又は流域治水計画（流域の関係者との

流域治水に係る協議状況を記載した簡易な計画をいう。以下同じ。）に基づき行う事業でaからfに掲げるもの及び道路防災に係る事業に

限り、国庫補助の要件を満たす事業も対象とする。

ａ 流域に関する対策（防災・安全交付金の流域貯留浸透事業（雨水貯留浸 透施設・溜め池の整備等）、総合流域防災事業（二線堤・移

動式排水施設・情報基盤の整備）等）

ｂ 準用河川に係る河川改修

ｃ 農業水利防災（ため池・機場・水路等。安全対策施設を含む。）、湛水防除（排水機場・排水樋門・遊水池等貯留施設・排水路・堤防・排

水管理に必要な施設等）、地盤沈下対策（農業用排水施設等）（原則、公共事業の要件を満たす事業を除く。）

ｄ 林道防災のうち林業・木材産業循環成長対策の路網の機能強化の要件を満たす事業

ｅ 都市公園防災（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業における豪雨対策の要件を満たす事業）

ｆ 下水道（雨水公共下水道事業、都市下水路事業及び公共下水道事業（公共下水道事業（下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第３

号イに規定するもの）については、浸水対策のうち、流域治水プロジェクト又は流域治水計画に基づき行う、ポンプ施設（雨水に係るも

のに限る。）、樋門・樋管、雨水貯留浸透施設の整備事業に係る一般会計から公営企業会計に繰り出した経費に限る。））
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地方債同意等基準運用要綱 ⑨

ｇ 道路防災のうち防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策と連携して実施される以下の事業

(a) 道路の法面・盛土の土砂災害防止対策（落石防止柵・植生工・モルタル吹付工・排水工・土留工等）

(b) 道路施設（小規模構造物等）の予防保全のための対策（防雪柵、側溝、機械設備、小型擁壁等の対策、舗装の表層（積雪寒冷特別地

  域における凍上災害の予防・拡大防止対策については表層、基層及び路盤）に係る対策等）

(c) 渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策（橋梁・道路の洗掘・流失対策）

(d) 道路における無停電設備等に関する対策（機械設備の整備、道路照明のLED化等）

(e) 大雪時の車両滞留危険箇所に関する対策（防雪施設・消融雪施設・除雪機械等の整備等）

イ 流域治水プロジェクト又は流域治水計画に基づき都道府県又は指定都市が行う一級河川又は二級河川に係る事業（河川改修及びダムを

除く。）を対象とした緊急自然災害防止対策事業債に係る資金については、財政融資資金を優先的に配分すること。

ウ イに定める事業以外の事業を対象とした緊急自然災害防止対策事業債に係る資金については、地方公共団体金融機構資金又は民間等

資金とすること。

          ⑧ 緊急浚渫推進事業

緊急浚渫推進事業の取扱いについては、次に掲げるところによるものであること。

ア 地財法第33条の５の11に規定する河川、ダム、砂防設備、治山事業により設置された施設及び農業用ため池並びに省令附則第２条の16

に規定する農業用排水路等において、地財法第33条の５の11に規定する計画において緊急に行うべき事業として位置付けられたしゆんせ

つ及び樹木の伐採に係る地方単独事業を対象とするものとする。

イ 資金は民間等資金とし、償還年限は原則として10年以内とすること。
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地 方 債 同 意 等 基 準 運 用 要 綱 （ 参 考 ） 質 疑 応 答 集 

第二 協議団体に係る同意基準 

 二 協議に当たっての事業区分 

  １ 通常収支分 

    地方債（通常収支分）の協議に当たっては、

次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞ

れに定める事業等を対象とするものとする（た

だし、２に掲げる事業の対象となるものを除

く。）。 

   ㈠ 一般会計債 

    ⑹ 一般単独事業 

⑦ 公共施設等適正管理推進事業 

公共施設等適正管理推進事業につい

ては、公共施設等総合管理計画に基づい

て行われる公共施設等における次に掲

げる地方単独事業等を対象とするもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 協議等手続に関する事項 

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分 

協議等手続の対象となる事業区分（通常収支

分）の対象事業の取扱いについては、同意等基準

及び第一の一の一般的事項に定めるもののほか、

次に掲げるところによるものであること。 

   ㈠ 一般会計債 

⑹ 一般単独事業 

⑥ 公共施設等適正管理推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ15-１ 国庫補助を受けて実施する事業について、

公共施設等適正管理推進事業の取扱いはど

うなりますか。 

Ａ15-１ 国庫補助を受けて実施する事業について

は、集約化・複合化事業のみが対象となりま

す。 

Ｑ15-２ 公共施設等適正管理推進事業の期間はい

つまでですか。 

Ａ15-２ 令和８年度までです。 

Ｑ15-３ 集約化・複合化事業等を実施する場合に

必要となる「個別施設計画」については、記

載項目等の具体的な内容をどのように検討

して策定すればよいでしょうか。 

Ａ15-３ 「個別施設計画」の具体的な内容について

は、インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年

11 月、インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議）や当該施設を所管する省

庁が示す指針・ガイドラインを踏まえ、策定

してください。 

なお、インフラ長寿命化基本計画において

個別施設計画に記載することとされている

事項（対象施設、計画期間、対策の優先順位

の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実

施時期、対策費用）が「施設整備計画」や「統

廃合計画」等に全て記載されている場合は、

インフラ長寿命化基本計画において「各イン

フラの管理者が既に同種・類似の計画を策定

している場合には、当分の間、当該計画をも
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      ア 集約化・複合化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 集約化・複合化事業は、集約化・複合

化施設整備事業及び集約化・複合化等に

伴う除却事業であり、具体的な取扱いに

ついては、次に掲げるところによるもの

であること。 

(ｱ) 集約化・複合化施設整備事業 

ａ 集約化・複合化を行おうとする施設 

に係る個別施設計画（当該地方公共団

体における公共施設等総合管理計画に

基づき、個別施設ごとの具体の対応方

針を定める計画をいう。以下同じ。）

に位置付けられた集約化事業又は複合

化事業であって、建築物にあっては全

体として延床面積が減少するもの、非

って、個別施設計画の策定に代えることがで

きるものとする。」とされていることを踏ま

え、個別施設計画を策定しない場合でも、集

約化・複合化事業等の対象となります。また、

当該同種・類似の計画が一部の施設のみを対

象としている場合でも対象となります。 

ただし、インフラ長寿命化基本計画に、「こ

の場合において、各インフラの管理者は、本

基本計画の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に

適切な見直しを行うよう努める。」こととさ

れていることにご留意ください。 

Ｑ15-４ 義務教育施設（校舎、屋内運動場）に係る

大規模改造事業に該当する事業や、既存のス

ポーツ施設の改修事業については、公共施設

等適正管理推進事業の対象となりますか。 

Ａ15-４ 当該事業が、法定耐用年数を超えて義務教

育施設又はスポーツ施設を使用するために

必要な個別施設計画に位置付けられた改修

事業である場合や、ユニバーサルデザイン化

のための改修事業であって、個別施設計画又

はユニバーサルデザイン化を推進するため

に策定する計画に位置付けられている事業

等である場合には、それぞれ、長寿命化事業

やユニバーサルデザイン化事業の対象とな

ります。 

Ｑ16-１ 公共施設等適正管理推進事業の「集約化・

複合化事業」のうち「集約化・複合化施設整

備事業」における「集約化事業」、「複合化

事業」は、それぞれどのような事業が対象で

すか。 

Ａ16-１ 「集約化事業」は、既存の同種の公共施設

を統合し、一体の施設として整備する事業で

あって、当該既存の公共施設に係る個別施設

計画に位置付けられたものが、「複合化事業」

は、既存の異なる種類の公共施設を統合し、

これらの施設の機能を有した複合施設を整

備する事業であって、当該既存の公共施設に

係る個別施設計画に位置付けられたものが、

それぞれ対象となります。 
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建築物にあっては全体として維持管理

経費等が減少すると認められるもので

あること。 

 ｂ 集約化・複合化による統合前の施設

の廃止が、集約化・複合化による統合

後の施設の供用開始から５年（都市再

生特別措置法（平成14年法律第22号）

第81条第１項に規定する立地適正化計

画（以下「立地適正化計画」とい

う。）に基づき施設の集約化・複合化

を行う場合にあっては10年）以内に行

われるものを対象とするものであるこ

と。 

ｃ 公用施設や公営住宅、公営企業施設

等（以下「公用等施設」という。）を

整備する事業は、対象とならないもの

であること。 

ｄ 複数の地方公共団体が連携して実施

する集約化事業や複合化事業（集約

化・複合化する施設を有しない地方公

共団体が事業の実施主体となる場合を

含む。）についても、当該事業が地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の２第１項に規定する連携協約や協定

等（以下「連携協約等」という。）に

基づいて行われる場合には、対象とな

るものであること。 

ｅ 国庫補助事業として実施される事業

についても対象事業に含まれるもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ16-２ 建築物における「全体として延床面積が減

少する事業」とは、具体的にどのような事業

が対象となりますか。 

Ａ16-２ 統合した施設の延床面積の合計が、統合前

の対応する施設の延床面積の合計よりも小

さくなる事業が対象となります。 

したがって、全体として延床面積が減少し

ない場合には、当該事業の全部が本事業の対

象とならないことに留意する必要がありま

す。 

Ｑ16-３ 非建築物における「全体として維持管理経

費等が減少すると認められる事業」につい

て、具体的にどのような事業が対象となりま

すか。 

Ａ16-３ グラウンド等の非建築物の集約化等を行

う事業であって、事業計画や集約化等を行っ

た前後の施設の状況等を踏まえ、将来にわた

る維持管理・更新等にかかる経費の見込み

が、集約化等を行わなかった場合と比較して

少なくなると認められるものが対象となり

ます。 

なお、建築物と非建築物の集約化等につい

ては、集約化等の前後における延床面積や将

来にわたる維持管理・更新等にかかる経費を

勘案し、公共施設の適正管理に資すると認め

られる場合には対象となります。 

Ｑ16-４ 複数の公共施設を複合化する事業におい

て、個別の公共施設としては延床面積が増加

する（建築物）又は維持管理経費等が増加す

ると認められる（非建築物）ものの、施設全

体として延床面積が減少する又は維持管理

経費等が減少すると認められる場合には、

「複合化事業」の対象となりますか。 

Ａ16-４ 施設全体の事業費が対象となります。 

Ｑ16-５ 集約化又は複合化による統合前の施設を

転用する場合、転用部分は延床面積（建築物）

又は維持管理経費等（非建築物）の減少の要

件に関して、どのように取り扱われますか。 
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Ａ16-５ 統合前の施設を転用する場合、当該転用部

分については延床面積又は維持管理経費等

の減少の要件において考慮しません。 

ただし、統合前の施設を転用する場合であ

っても、他施設を廃止した上で当該統合前の

施設に移転する場合には、当該廃止分は延床

面積又は維持管理費経費等の減少の要件に

おいて考慮します。 

Ｑ16-６ 集約化又は複合化による統合前の施設を

統合後の施設の建設着工前に廃止した場合、

当該廃止分は延床面積（建築物）又は維持管

理経費等（非建築物）の減少の要件に関して、

どのように取り扱われますか。 

Ａ16-６ 統合後の施設の建設着工前に統合前の施

設が廃止された場合であっても、当該統合前

の施設の廃止以前から「集約化事業」又は「複

合化事業」としての事業計画が存在している

場合など、統合前の施設の廃止と統合後の施

設の建設が一体的に行われているものと認

められる場合には、当該統合前の施設の廃止

分は延床面積又は維持管理経費等の減少の

要件において考慮します。 

Ｑ16-７ 「集約化・複合化事業」においては、集約

化・複合化による統合前の施設の廃止につい

て、統合後の施設の供用開始から５年（立地

適正化計画に基づき施設の集約化・複合化を

行う場合にあっては 10 年）以内に行われる

ものを対象としていますが、この「廃止」と

は、どのような状態にすることを指すのでし

ょうか。 

Ａ16-７ 「廃止」とは、単に機能を廃止する用途廃

止ではなく、除却、転用や他の団体・民間等

への売却等により、従前の公共施設として直

ちに供用することができない状態にするこ

とを指します。 

Ｑ16-８ 「集約化・複合化事業」において、集約化・

複合化による統合前の施設について、統合後

の施設の供用開始から５年（立地適正化計画

に基づき施設の集約化・複合化を行う場合に
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あっては 10 年）以内に廃止できなかった場

合には、どのように対応する必要があります

か。 

Ａ16-８ 集約化・複合化による統合前の施設につい

て、統合後の施設の供用開始から５年（立地

適正化計画に基づき施設の集約化・複合化を

行う場合にあっては 10 年）以内に廃止する

ことが困難となった場合は、他の事業への変

更を行うため、協議等を行う必要がありま

す。 

Ｑ16-９ 公共施設と庁舎等の対象外施設を複合化

する事業については、「複合化事業」の対象

となりますか。 

Ａ16-９ 公共施設と庁舎等の対象外施設を複合化

する事業については、対象施設に係る部分に

限り、「複合化事業」の対象となります。 

なお、共用部分がある場合、当該部分につ

いては面積按分等により算出された対象施

設分に限り、対象となります。 

Ｑ16-10 統合後の施設に他の機能を有した施設を

新たに併設する場合には、「集約化・複合化

事業」のうち「集約化・複合化施設整備事業」

の対象となりますか。 

Ａ16-10 集約化・複合化により整備する施設に統合

前の施設以外の機能を有した施設を新たに

併設する場合においては、統合前の種類の公

共施設を整備する部分に限り、対象となりま

す。 

Ｑ16-11 １つの公共施設内に本棟と別棟を有して

おり、本棟と別棟を集約化する場合には、「集

約化・複合化事業」のうち「集約化・複合化

施設整備事業」の対象となりますか。 

Ａ16-11 「集約化・複合化事業」のうち「集約化・

複合化施設整備事業」では、複数の公共施設

を集約化する場合を対象としており、１つの

公共施設内で集約化する場合は対象となり

ません。 

Ｑ16-12 集約化・複合化による統合前の施設の除却

についても、「集約化・複合化事業」の対象
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事業費に含まれますか。 

Ａ16-12 集約化・複合化による統合前の施設の除

却については、当該施設が現存する敷地での

建替えを行う場合など、当該事業による統合

後の整備事業費の一部として捉えることがで

きる場合は、「集約化・複合化事業」のうち

「集約化・複合化施設整備事業」の対象事業

費に含まれます。 

また、当該施設が現存する敷地での建替え

を行わない統合前の施設の除却については、

公共施設等適正管理推進事業の「集約化・複

合化事業」のうち「集約化・複合化等に伴う

除却事業」の対象となります。 

Ｑ16-13 普通財産である施設の集約化事業は「集約

化・複合化事業」のうち「集約化・複合化施

設整備事業」の対象となりますか。 

Ａ16-13 地方自治法第 238 条第４項において、普通

財産とは、「公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産」である行政財産以

外の公有財産であると規定されていること

から、基本的に公共用に供しないものであ

り、「公共施設」には該当しないため、「集

約化・複合化事業」のうち「集約化・複合化

施設整備事業」の対象となりません。 

Ｑ16-14 「集約化・複合化事業」のうち「集約化・

複合化施設整備事業」において、本体施設の

附属的な施設（学校における校庭、グラウン

ドにおける管理棟等）の整備は、どのように

取り扱われますか。 

Ａ16-14 本体施設が「集約化・複合化事業」のうち

「集約化・複合化施設整備事業」の要件を満

たす場合には、本体施設の利用や機能の発揮

のために必須と考えられる附属的な施設の

整備費も含めて対象事業費に含まれます。 

Ｑ16-15 同意等基準運用要綱第一の二の１の㈠の

(6)の⑥のアの(ｱ)のｄに、「複数の地方公共

団体が連携して実施する集約化事業や複合

化事業（中略）についても、当該事業が地方

自治法（中略）第 252 条の２第１項に規定す
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る連携協約や協定等（中略）に基づいて行わ

れる場合には、対象となるものであること。」

との記述がありますが、当該「協定等」とは、

地方自治法に基づくものに限られず、地方公

共団体間の任意の協定も含まれると考えて

よいでしょうか。 

Ａ16-15 任意の協定等も含まれます。 

Ｑ16-16 「集約化・複合化事業」のうち「集約化・

複合化施設整備事業」において、集約化・複

合化する施設を有しない地方公共団体が連

携協約・協定等に基づいて実施する複数団体

の連携による集約化・複合化事業の事業主体

となる場合、総合管理計画・個別施設計画へ

の事業の位置づけについてどのように行う

べきでしょうか。 

       また、連携協約・協定等による集約化・複

合化後の新施設について、関係団体による区

分所有としないため、当該新施設を所有しな

いこととなる地方公共団体は、当該新施設を

総合管理計画・個別施設計画に位置づける必

要がありますか。 

Ａ16-16 集約化・複合化する施設を有しない地方公

共団体が複数団体の連携による集約化・複合

化事業の実施主体となる場合にあっては、連

携協約・協定等に当該事業への参画を位置づ

けるとともに、総合管理計画・個別施設計画

において、集約化・複合化後の新施設につい

て位置づけを行う必要があります。 

     なお、その際、集約化・複合化する施設が

存在しないために記載できない項目につい

ては、連携協約・協定等において事業への参

画が位置づけられていることを踏まえ、連携

協約・協定等を結ぶ他団体の総合管理計画・

個別施設計画に位置づけられていることを

もって確認することとします。 

  また、連携協約・協定等による集約化・複

合化後の新施設を所有しないこととなる地

方公共団体についても、当該新施設につい

ては計画への記載を不要とし、連携協約・協
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(ｲ) 集約化・複合化等に伴う除却事業 

ａ 集約化・複合化又は機能廃止（集約

化・複合化又は建替えを行わずに施設

の機能を廃止するものをいう。）（以

下「集約化・複合化等」という。）に

伴い施設の除却（地財法第33条の５の

８に規定する公共施設等の除却）を行

うものであって、当該施設に係る個別

施設計画に位置付けられた事業である

こと。ただし、既存建物を撤去しなけ

れば、施設の新増築ができない場合等

新施設の建設事業を実施するために直

接必要と認められる場合は、第一の一

の２⑷によるものであること。 

ｂ 集約化・複合化（統合後の施設の整

備を行うものに限る。）に伴う除却で

ある場合においては、統合後の施設に

ついて、建築物にあっては全体として

定等において当該団体の集約化・複合化事

業への参画が位置付けられていることを踏

まえ、集約化・複合化事業実施後に新施設を

所有することとなる地方公共団体の総合管

理計画・個別施設計画に位置づけられてい

ることをもって確認することとします。 

Ｑ16-17 同意等基準運用要綱第一の二の１の㈡の

(6)のアにおいて、公営企業債の「病院事業・

介護サービス事業」の対象として記載されて

いる「一般行政病院等」は、公共施設等適正

管理推進事業債の「集約化・複合化事業」の

対象にもなりますか。 

Ａ16-17 一般行政病院等とは、主として一般行政上

の目的から経営され、一般会計により経理さ

れている病院、診療所等のことであり、同意

等基準運用要綱第一の二の１の㈠の(6)の⑥

のアの(ア)のｃ及び(ｲ)のｄにおいて公共施

設等適正管理推進事業債の対象外とされて

いる「公営企業施設」には当たらないもので

あることから、「集約化・複合化事業」の対

象となります。 

Ｑ16-18 集約化・複合化による統合後の施設の整備

を実施する場合における、統合前の施設の除

却については、公共施設等適正管理推進事業

債（集約化・複合化事業）を活用して統合後

の施設の整備を実施する場合にのみ、「集約

化・複合化等に伴う除却事業」の対象となる

のでしょうか。 

Ａ16-18 集約化・複合化による統合後の施設の整

備について、公共施設等適正管理推進事業債

（集約化・複合化事業）を活用せずに、国庫

補助を受けて実施する場合や他の事業債を活

用して実施する場合であっても、「集約化・

複合化等に伴う除却事業」の要件を満たす場

合は、統合前の施設の除却について対象とな

ります。 

Ｑ16-19 「集約化・複合化等に伴う除却事業」の対

象となる「機能統合」、「機能廃止」は、そ

れぞれどのようなものですか。 
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延床面積が減少するもの、非建築物に

あっては全体として維持管理経費等が

減少すると認められるものであるこ

と。 

ｃ 集約化・複合化（統合後の施設の整

備を行うものに限る。）に伴う除却で

ある場合においては、集約化・複合化

による統合前の施設の廃止が、集約

化・複合化による統合後の施設の供用

開始から５年（立地適正化計画に基づ

き施設の集約化・複合化を行う場合に

あっては10年）以内に行われるものを

対象とし、機能統合（集約化・複合化

であって統合後の施設の整備を行わな

いものをいう。）又は機能廃止に伴う

除却である場合においては、除却対象

である既存施設の除却が、当該施設の

供用廃止から５年以内に行われるもの

を対象とするものであること。ただ

し、令和６年度以前に実施した集約

化・複合化等に伴い施設の除却を行う

事業については、この期間に関わら

ず、対象となるものであること。 

ｄ 公用等施設を除却する事業は、対象

とならないものであること。 

ｅ 複数の地方公共団体が連携して実施

する集約化・複合化に伴う施設の除却

を行う事業についても、当該事業が連

携協約等に基づいて行われる場合に

は、対象となるものであること。 

ｆ 国庫補助事業として実施される事業

についても対象事業に含まれるもので

あること。 

 

 

 

 

 

 

Ａ16-19 「機能統合」は、既存の同種又は異なる

種類の施設について特段整備を実施せずに

統合し、１以上の既存の施設を廃止すると

ともに、廃止施設の機能を統合後の施設が

有することとなるものです。「機能廃止」

は、施設の利用に係る需要の減少などによ

り施設や機能の統合、建替えを実施せずに

既存施設及びその機能を廃止するもので

す。なお、既存施設を別の場所に移転建替

するものについては、同じ機能を移転して

いるものであって、機能の統合や廃止が行

われていないため、機能統合及び機能廃止

には該当しません。 

Ｑ16-20 「機能統合」又は「機能廃止」に伴い施設

の除却を行う場合に、統合前の施設又は機能

を廃止する施設について、延床面積（建築物）

又は維持管理経費等（非建築物）の減少に関

しては、どのように取り扱われますか。 

Ａ16-20 「機能統合」又は「機能廃止」に伴い施

設の除却を行う場合、施設の整備を特段実施

せずに、既存施設を除却することから、当然

に延床面積（建築物）又は維持管理経費等

（非建築物）は減少しているものとして取り

扱います。 

Ｑ16-21 「集約化・複合化等に伴う除却事業」につ

いて、１の集約化・複合化等に伴い、廃止す

る施設が複数ある場合に、対象となる施設数

に上限はありますか。 

Ａ16-21 「集約化・複合化等に伴う除却事業」の

要件に合致する事業であれば、１の集約化・

複合化等に伴い複数の施設を除却する場合で

あっても、施設数に上限なく対象となりま

す。 

Ｑ16-22 「集約化・複合化等に伴う除却事業」を行

うにあたり、公共施設等総合管理計画及び個

別施設計画にはどのようなことを記載すれ

ばよいでしょうか。 

Ａ16-22 「集約化・複合化等に伴う除却事業」を実

施する場合には、当該除却事業が集約化・複
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合化等に伴うものであることを明確にする

ため、公共施設等総合管理計画に集約化・複

合化等の方針を記載するとともに、個別施設

計画において、集約化・複合化等に伴う除却

の実施内容等（集約化・複合化等に係る対象

施設、実施時期並びに内容及び除却に係る対

象施設等）について具体的に記載することが

必要です。 

Ｑ16-23 令和６年度以前に集約化・複合化等を実施

した施設の除却を行うにあたり、既に集約

化・複合化による統合後の施設の供用開始又

は既存施設の供用廃止から５年超経過して

おり、除却しようとする施設の個別施設計画

を定めていませんが、除却する施設について

個別施設計画を新たに策定する必要があり

ますか。 

Ａ16-23 令和６年度以前に集約化・複合化等を実

施した施設について「集約化・複合化等に

伴う除却事業」を実施する場合について

も、除却する施設に係る個別施設計画にお

いて、集約化・複合化等に伴う除却の実施

内容等を具体的に記載する必要がありま

す。しかし、除却しようとする施設が既に

供用廃止しており、当該施設に係る個別施

設計画を策定していない場合であって、新

たに個別施設計画を策定することが困難な

場合は、個別施設計画に記載すべき内容を

公共施設等総合管理計画に記載していれ

ば、当該記載箇所を、除却しようとする施

設に係る個別施設計画とみなして対象とす

ることが可能です。 

     なお、令和６年度以前に集約化・複合化等

を実施したものについては、個別施設計画に

記載する集約化・複合化等に伴う除却の実施

内容等が、施設の統廃合を定めた当時の再編

計画等（任意のものを含む。）や施設の供用

開始・供用廃止の時期等を定めた条例等の内

容と合致していることが必要です。 

Ｑ16-24 「集約化・複合化等に伴う除却事業」の対
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象にならない施設の除却に関する事業には

どのようなものがありますか。 

Ａ16-24 「集約化・複合化事業」のうち「集約

化・複合化施設整備事業」の対象とならな

い庁舎等の公用施設や公営住宅、公営企業

施設等は、「集約化・複合化等に伴う除却

事業」においても対象となりません。ま

た、公共施設であっても、移転建替に伴う

除却や、統合後の施設について集約化・複

合化等の前よりも延床面積（建築物）又は

維持管理経費等（非建築物）が増加する場

合における統合前の施設の除却、施設の一

部を減築（延床面積の減少を伴う改築を行

うこと。）するものなどについては対象と

なりません。 

Ｑ16-25 公共施設と複合施設を集約化・複合化する

ことに伴い当該複合施設を除却する場合に、

当該複合施設の除却は「集約化・複合化等に

伴う除却事業」の対象となりますか。 

Ａ16-25 集約化・複合化に伴い複合施設を除却す

る場合は、当該複合施設のうち対象施設で

ある公共施設に係る部分に限り、「集約

化・複合化等に伴う除却事業」の対象とな

り、庁舎等の対象外施設に係る部分につい

ては対象となりません。（ただし、当該複

合施設が現存する敷地に新たな施設を整備

することに伴う除却の場合の取扱いは、

Q16-12 のとおり。） 

また、公共施設と庁舎等の対象外施設の

共用部分がある場合、当該部分については

面積按分等により算出された対象施設分に

限り、対象となります。 

なお、統合後の施設における公共施設に

係る部分の延床面積が、集約化・複合化を行

う前の公共施設の延床面積の合計よりも増

加している場合は、当該複合施設の除却に

ついては対象となりません。 

Ｑ16-26 附属施設（学校のプール、グラウンドにお

ける管理棟等）のみを除却する場合や、１つ
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の公共施設内に本棟と別棟を有しており別

棟のみを除却する場合は「集約化・複合化等

に伴う除却事業」の対象になりますか。 

Ａ16-26 本体施設の集約化・複合化等を伴わない

附属施設のみの除却は、「集約化・複合化

等に伴う除却事業」の対象とはなりませ

ん。 

ただし、本体施設の集約化・複合化等を

実施せずに附属施設のみを除却する場合で

あっても、集約化・複合化等による統合後

の施設が個別施設計画に位置付けられ、除

却する附属施設の機能が統合後の施設の本

体機能として集約化・複合化等の対象とな

っている場合には、対象となります。 

     また、１つの公共施設内に本棟と別棟を有

しており別棟のみを除却するような１つの

公共施設内での集約化は、集約化事業には該

当せず、機能統合及び機能廃止にも該当しな

いことから、「集約化・複合化等に伴う除却

事業」の対象とはなりません。 

Ｑ16-27 普通財産については、「集約化・複合化等

に伴う除却事業」の対象となりますか。 

Ａ16-27  普通財産は、Ｑ16-13 のとおり、「公共

施設」には該当しないことから、「集約

化・複合化等に伴う除却事業」の対象とな

りません。ただし、集約化・複合化等に伴

って、公共施設を供用廃止し普通財産に変

更したものについては、原則として対象と

なります。 

      なお、集約化・複合化による統合後の施

設の供用開始以前に、統合前の施設を供用

廃止して普通財産とした場合においては、

当該統合前の施設の供用廃止以前から「集

約化事業」又は「複合化事業」としての事

業計画が存在しているなど、統合前の施設

の供用廃止と統合後の施設の整備が一体的

に行われているものと認められる場合に

は、普通財産となった統合前の施設の除却

についても「集約化・複合化等に伴う除却
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事業」の対象となります。 

Ｑ16-28 複数の地方公共団体が連携して行う集約

化・複合化等に伴い、他の地方公共団体が所

有する公共施設の除却を行う場合について、

当該施設を所有しない地方公共団体が当該

施設を所有する地方公共団体に対し、除却に

要する経費に係る負担金等を支出する場合

に、当該負担金等は「集約化・複合化等に伴

う除却事業」の対象となりますか。 

Ａ16-28 他の地方公共団体が所有する公共施設の

除却に対して負担金等を支出する場合につ

いては、当該負担金等は対象となりませ

ん。地方公共団体は、自らが所有する公共

施設の除却について、本事業を活用するこ

とができます。 

Ｑ16-29 「集約化・複合化等に伴う除却事業」につ

いて、同意等基準運用要綱第一の二の１の㈡

の(6)のアの(ｲ)のｃのただし書きについて

は、具体的にどのようなものが対象となりま

すか。 

Ａ16-29 公共施設の除却事業が、集約化・複合化

に係る施設整備に伴う除却である場合は、

令和６年度以前に統合後の施設を供用開始

しているものが対象となり、機能統合又は

機能廃止に伴う除却である場合は、令和６

年度以前に既存施設を供用廃止しているも

のが対象となります。 

Ｑ16-30 「集約化・複合化等に伴う除却事業」の実

施に際し、公共施設を除却した後の土地の売

却により収入が見込まれる場合には、当該事

業の対象事業費から当該収入見込額を控除

する必要がありますか。 

Ａ16-30 「集約化・複合化等に伴う除却事業」の

対象事業費から、公共施設を除却した後の

土地の売却収入見込額を控除する必要はあ

りません。ただし、地方交付税措置の算定

においては、対象事業費から除却施設に係

る土地価格相当分を控除した額が対象とな

ります。 
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イ 長寿命化事業の取扱いについては、次

に掲げるところによるものであること。 

(ｱ) 個別施設計画に位置付けられた公共

用の建築物並びに道路、河川管理施

設、砂防関係施設、海岸保全施設、港

湾施設、都市公園施設、空港施設、治

山施設、林道、漁港施設、農業水利施

設、農道及び地すべり防止施設（(ｳ)に

おいて「道路等」という。）に係る長

寿命化事業を対象とするものであるこ

と。 

(ｲ) 公共用の建築物については、法定耐

用年数（減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和40年大蔵省令第15

号）別表第１に掲げる耐用年数をい

う。）を超えて公共用の建築物を使用

するために行う改修事業を対象とする

ものであること。 

(ｳ) 道路等については、インフラ長寿命

化計画（「インフラ長寿命化基本計

画」（平成25年11月、インフラ老朽化

対策の推進に関する関係省庁連絡会

議）に基づき、維持管理・更新等を着

実に推進するための中期的な取組の方

向性を明らかにする計画として所管省

庁が策定することとされている計画を

いう。）等を踏まえて実施される改修

事業を対象とするものであること。 

(ｴ) 公用等施設の改修事業は、対象とな

らないものであること。 

(ｵ) 対象となる事業について、改修前の

施設の面積を上限として、起債対象事

業費を算出するものであること。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ17-１ 公共施設等適正管理推進事業のうち公共

用の建築物に係る「長寿命化事業」は、どの

ような事業が対象ですか。 

Ａ17-１ 法定耐用年数を超えて公共用の建築物を

使用するために必要な個別施設計画に位置

付けられた改修事業が対象となります。 

Ｑ17-２ 「法定耐用年数を超えて公共用の建築物を

使用するために必要な改修事業」とは、具体

的にどのような事業が対象となるのでしょ

うか。 

Ａ17-２ 「法定耐用年数」を超える使用目標年数が

定められた公共用の建築物について、当該使

用目標年数まで使用するために必要な対策

として、個別施設計画に位置付けられた改修

事業が対象となります。 

     このため、当該建築物に係る個別施設計画

において、当該改修事業が位置付けられてい

るだけでなく、長寿命化の目標として「法定

耐用年数」を超える「使用目標年数」が定め

られている必要があることに留意する必要

があります。 

Ｑ17-３ 既に「法定耐用年数」を超えて使用してい

る建築物についても、「長寿命化事業」の対

象となりますか。 

Ａ17-３ 既に「法定耐用年数」を超えて使用してい

る建築物に係るものであっても、「使用目標

年数」まで使用するために必要な改修事業を

行う場合には、「長寿命化事業」の対象とな

ります。 

Ｑ17-４ 電気設備の改修等の建築物の躯体自体を

対象としない事業であっても、「長寿命化事

業」の対象となりますか。 

Ａ17-４ 建築物の躯体自体を対象としない附属設

備の改修等であっても、当該建築物を「使用

目標年数」まで活用するために不可欠な改修

事業として個別施設計画に位置付けられた

適債事業であれば、「長寿命化事業」の対象

となります。 

具体的には、空調設備等の附属設備の改修
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については、当該設備が設置される施設につ

いて、躯体本体に係る改修事業等により、法

定耐用年数を超えて設定した使用目標年数

まで当該施設を使用することを可能とする

ことが個別施設計画において明らかになっ

ており、施設の法定耐用年数を超えて、当該

施設とともに使用され、かつ必要不可欠な附

属設備の改修事業である場合には、対象とな

ります。なお、躯体の劣化を防ぐための屋根

や外壁等の改修についても、その改修によ

り、法定耐用年数を超えて設定した使用目標

年数まで当該施設を使用することを可能と

することが個別施設計画において明らかに

なっている場合には、対象となります。 

Ｑ17-５ 公共施設等適正管理推進事業のうち道路、

河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、

港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山施

設、林道、漁港施設、農業水利施設、農道及

び地すべり防止施設（以下「道路等」という。）

に係る「長寿命化事業」は、どのような事業

が対象ですか。 

Ａ17-５ 道路等について、各施設の所管省庁が定め

るインフラ長寿命化計画等を踏まえ、地方単

独事業として実施される改修事業が対象と

なります。 

Ｑ17-６ 道路等に係る「長寿命化事業」を実施する

場合には、どのような点に留意すればよいで

すか。 

Ａ17-６ 道路等に係る「長寿命化事業」については、

あらかじめ、対象施設を所管する省庁が定め

る様式により策定した計画を当該省庁に提

出し、事業内容の確認を得た上で、起債予定

額一覧表等を提出してください。 

Ｑ17-７ 河川管理施設に係る「長寿命化事業」にお

いて、調整池は対象となりますか。 

Ａ17-７ 調整池のうち、河川管理施設として個別施

設計画が策定されている施設については対

象となります。 

Ｑ17-８ 「長寿命化事業」の対象となる河川管理施
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設には準用河川や普通河川に係る施設も含

まれるのでしょうか。 

Ａ17-８ 含まれます。 

Ｑ17-９ 土地改良区が管理する施設について都道

府県又は市町村が実施する事業や、土地改良

区が実施する事業に対する都道府県又は市

町村の負担は「長寿命化事業」の対象となり

ますか。 

Ａ17-９ 対象となります。 

Ｑ17-10 土地改良区が管理する施設について、当該

施設の個別施設計画が当該土地改良区によ

り策定されている場合であっても、「長寿命

化事業」の対象となるのでしょうか。 

Ａ17-10 個別施設計画が土地改良区により策定さ

れていても、「長寿命化事業」を実施する地

方公共団体が定める公共施設等総合管理計

画に基づく事業である場合には、対象となり

ます。 

Ｑ17-11 道路等に係る「長寿命化事業」を実施する

場合、「個別施設計画」の策定に当たって特

に配慮することはありますか。 

Ａ17-11 施設の点検を行い、その点検結果に基づき

改修費用を把握し、優先順位を付けて計画的

に改修等の対策を実施するなど点検を踏ま

えて効率的に実施されることが個別施設計

画において明らかにされている必要があり

ます。 

Ｑ17-12 長寿命化改修に係る事業費は全て対象と

なりますか。 

Ａ17-12 長寿命化改修に伴い施設を増改築する場

合等の面積が増加する場合、改修前の施設の

面積を上限として起債対象事業費を算出し

ます。 

具体的な取扱いとしては、長寿命化改修に

係る事業費全体について面積按分等を行い、

改修前の施設の面積分等の事業費を算出し

て対象事業費とします。 

なお、施設の新設に係る事業費は対象とな

りません。 
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ウ 転用事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 転用事業の取扱いについては、次に掲

げるところによるものであること。 

(ｱ) 個別施設計画に位置付けられた施設

の転用事業を対象とするものであるこ

と。 

(ｲ) 転用後の施設が公用等施設である事

業は、対象とならないものであるこ

と。 

(ｳ) 対象となる事業について、転用前の

施設の面積を上限として、起債対象事

業費を算出するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ17-13 他の地方公共団体が所有する公共用の建

築物の長寿命化改修に対して、当該施設を所

有しない地方公共団体が負担金等を支出する

場合に、当該負担金等は「長寿命化事業」の

対象となりますか。 

Ａ17-13 当該公共用の建築物を所有しない地方公

共団体が、当該施設を所有する地方公共団体

と共同で施設管理を行い、管理者として、施

設を所有する団体と連携して連名などで個別

施設計画を策定している場合は、当該個別施

設計画に位置付けられた長寿命化改修事業に

対して負担金を支出する場合も対象となりま

す。 

Ｑ18-１ 公共施設等適正管理推進事業のうち「転用

事業」は、どのような事業が対象となります

か。 

Ａ18-１ 個別施設計画に位置付けられた改修によ

り、改修前と異なる事業目的の施設を整備す

る事業が対象となります。 

Ｑ18-２ 転用前の施設が現に供用されていない場

合も「転用事業」の対象となりますか。 

Ａ18-２ 対象となります。 

Ｑ18-３ 転用前の施設が公用施設、公営住宅、公営

企業施設等である場合は「転用事業」の対象

とならないのでしょうか。 

Ａ18-３ 転用後の施設が公用施設、公営住宅、公営

企業施設等である場合は対象とはなりませ

んが、転用前の施設の種別は問わず、転用前

の施設がこれらの施設であった場合も転用

事業の対象となります。 

Ｑ18-４ 転用に係る事業費は全て対象となります

か。 

Ａ18-４ 転用に伴い施設を増改築する場合等の面

積が増加する場合、転用前の施設の面積を上

限として起債対象事業費を算出します。 

具体的な取扱いとしては、転用に係る事業

費全体について面積按分等を行い、転用前の

施設の面積分の事業費を算出して対象事業

費とします。 
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エ 立地適正化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 立地適正化事業の取扱いについては、

次に掲げるところによるものであるこ

と。 

(ｱ) 立地適正化計画に基づく事業であっ

て、都市再生特別措置法第81条第２項

第２号に規定する居住誘導区域又は同

項第３号に規定する都市機能誘導区域

で実施することが補助率かさ上げ等の

要件となっている国庫補助事業を補完

する事業（(ｳ)において「補完事業」と

いう。）及び当該国庫補助事業と一体

的に実施される事業を対象とするもの

であること。 

(ｲ) 公用等施設を整備する事業は、対象

とならないものであること。 

(ｳ) 補完事業については、対象となる事

業について、事業実施前の施設の面積

を上限として、起債対象事業費を算出

するものであること。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ18-５ 施設全体ではなく、一部を転用する場合も

対象となりますか。 

Ａ18-５ 対象となります。 

Ｑ18-６ 平成 28 年度までに既に地域活性化事業

（転用事業）により公共施設等の転用事業に

着手している場合であっても、改めて個別施

設計画を策定しなければ、当該事業は「転用

事業」の対象にならないのでしょうか。 

Ａ18-６ 既に地域活性化事業（転用事業）により公

共施設等の転用事業に着手している場合、当

該事業については、個別施設計画を策定しな

くても対象となります。 

ただし、当該施設についても、速やかに個

別施設計画を策定することが望まれます。 

Ｑ19-１ 公共施設等適正管理推進事業のうち「立地

適正化事業」は、どのような事業が対象です

か。 

Ａ19-１ 立地適正化計画に定められた都市機能誘

導区域内又は居住誘導区域内で実施するこ

とが補助率かさ上げ等の要件とされている

国庫補助事業を補完する事業(以下「補完事

業」という。)又は当該国庫補助事業と一体

的に実施される事業（以下「一体事業」とい

う。）であって、当該国庫補助事業の要件を

一部満たさないがコンパクトシティの形成

に資する事業や当該国庫補助事業に伴って

実施する継ぎ足し単独事業を対象とします。 

Ｑ19-２ 居住誘導区域又は都市機能誘導区域で実

施することが補助率かさ上げ等の要件とな

っている国庫補助事業を教えてください。 

Ａ19-２ 「都市構造再編集中支援事業」、「都市再

生区画整理事業」、「市街地再開発事業」、

「防災街区整備事業」、「都市・地域交通戦

略推進事業」及び「宅地耐震化推進事業」の

６事業が該当します。 

Ｑ19-３ 立地適正化事業の具体例を教えてくださ

い。 

Ａ19-３ 例えば、 

・ 都市構造再編集中支援事業の国庫補助要
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オ ユニバーサルデザイン化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ ユニバーサルデザイン化事業の取扱い

については、次に掲げるところによるも

のであること。 

(ｱ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成18年法律第

91号。以下「バリアフリー法」とい

う。）に基づく公共施設又は公用施設

のバリアフリー改修事業であり、具体

的には次の事業を対象とするものであ

ること。 

ａ バリアフリー法第25条に規定する

移動等円滑化基本構想に基づく事業 

ｂ バリアフリー法第10条に規定する

道路移動等円滑化基準、第13条に規

定する都市公園移動等円滑化基準及

び第14条に規定する建築物移動等円

滑化基準等に適合させるための改修

事業 

(ｲ) (ｱ)以外の公共施設又は公用施設の

件のうち「同種の誘導施設は１市町村１つ

まで」とする要件のみを満たさない事業 

・ 都市・地域交通戦略推進事業の国庫補助

要件のうち「事業費１億円以上」要件のみ

を満たさない事業 

等が想定されます。 

Ｑ19-４ 立地適正化事業に係る事業費は全て対象と

なりますか。 

Ａ19-４ 一体事業に係る事業費は全て対象になりま

す。 

ただし、補完事業による施設の増改築等で

あって、事業実施により施設面積が増加する

場合においては、事業実施前の施設の面積を

上限として起債対象事業費を算出します。 

具体的な取扱いとしては、立地適正化事業

に係る事業費全体について面積按分等を行

い、事業実施前の施設の面積分の事業費を算

出して対象事業費とします。 

なお、補完事業による施設の新設に係る事

業費は対象となりません。 

Ｑ20-１ 「ユニバーサルデザイン化事業」はどのよ

うな事業が対象ですか。 

Ａ20-１ 「ユニバーサルデザイン化事業」は、公共

施設等総合管理計画等に基づいて行われる

事業で、①高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91

号。以下「バリアフリー法」という。）第 25

条に規定する移動等円滑化基本構想に基づ

く事業、②バリアフリー法第 10 条に規定す

る道路移動等円滑化基準、第 13 条に規定す

る都市公園移動等円滑化基準及び第 14 条に

規定する建築物移動等円滑化基準等（以下

「バリアフリー基準」という。）に適合させ

るための改修事業、③その他の公共施設又は

公用施設のユニバーサルデザイン化のため

の改修事業が対象となります。 

③その他の公共施設又は公用施設のユニ

バーサルデザイン化のための改修事業につ

いては、「ユニバーサルデザイン 2020 行動
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ユニバーサルデザイン化のための改修

事業（「ユニバーサルデザイン2020行

動計画」（平成29年２月、ユニバーサ

ルデザイン2020関係閣僚会議）におけ

るユニバーサルデザインの街づくりの

考え方を踏まえて実施される公共施設

又は公用施設の改修事業）についても

対象とするものであること。 

(ｳ) (ｱ)ｂ及び(ｲ)については、個別施設

計画又はユニバーサルデザイン化を推

進するために策定する計画に位置付け

られている事業であること。 

(ｴ) 公営住宅や公営企業施設等を整備す

る事業は、対象とならないものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画」において、ユニバーサルデザインとは

「障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわ

らず多様な人々が利用しやすいようあらか

じめ都市や生活環境をデザインする考え方」

とされていることを踏まえ、バリアフリー基

準には定められていない公共施設又は公用

施設の改修事業（車いす使用者用観覧席、段

違いカウンターの整備、授乳室や託児室の整

備、多言語による案内板の整備、観光施設等

における洋式トイレの整備など）も対象とな

ります。 

Ｑ20-２ 「ユニバーサルデザイン化事業」により公

共施設又は公用施設を改修する場合には、ど

のような点に留意すればよいですか。 

Ａ20-２ Ａ20-１に記載の①、②、③のいずれの事

業についても、公共施設等総合管理計画に基

づいて行われるものが対象になるため、現在

の公共施設等総合管理計画において、ユニバ

ーサルデザイン化について記載がない場合

には、同計画を改訂し、「公共施設等の管理

に関する基本的な考え方」に、ユニバーサル

デザイン化の推進方針（基本的な考え方や取

組方針など）を記載し、同方針に基づいて行

われる事業が対象になります。 

      その上で、②、③については、個別施設計

画又はユニバーサルデザイン化を推進する

ために策定する計画に位置付けられる必要

があります。 

     なお、①の移動等円滑化基本構想に基づく

事業の場合には、個別施設計画又はユニバー

サルデザイン化を推進するための計画を策

定しなくても対象となります。Ｑ20-３ 個

別施設計画又はユニバーサルデザイン化を

推進するための計画を策定する場合に、どの

ような点に留意すればよいですか。 

Ａ20-３ 個別施設計画又はユニバーサルデザイン

化を推進するために策定する計画について

は、公共施設等総合管理計画に記載のユニバ

ーサルデザイン化の推進方針に則して、ユニ
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バーサルデザイン化のための具体的な対策

内容（対象施設、実施時期、対策内容等）を

記載することにご留意ください。 

Ｑ20-４ 公共施設又は公用施設の一部を基準適合

させる事業や技術的又は物理的に基準適合

させることが困難な場合も対象になります

か。 

Ａ20-４ 施設の一部をバリアフリー基準に適合さ

せる事業を含みます。また、建築物等のバリ

アフリー改修を行う場合、技術的又は物理的

にバリアフリー基準に適合させることが著

しく困難な場合には、バリアフリー基準に必

ずしも適合しない場合であっても可能な範

囲で行う改修事業は対象となります。 

Ｑ20-５ 老朽化したエレベーターやトイレ等の施

設を更新する場合にも対象になりますか。 

Ａ20-５ 既に移動等円滑化基準を満たしている又

はユニバーサルデザイン化されている施設

等を老朽化等により更新する場合は対象に

なりません。 

Ｑ20-６ 集約化・複合化事業や転用事業、長寿命化

事業を行う場合に、当該事業内容の中にユニ

バーサルデザイン化に係る内容が含まれて

いる場合の取扱いはどうなりますか。 

Ａ20-６ ユニバーサルデザイン化に係る内容が他

の事業の要件も満たしている場合は、要件を

満たすいずれの事業としても起債が可能で

す。ただし、他の事業の要件を満たしていな

い場合は、ユニバーサルデザイン化事業とし

てのみ起債することとなりますのでご留意

ください。 

Ｑ20-７ 公共施設又は公用施設の新設・建替え等に

併せてユニバーサルデザイン化を行う場合

は対象になりますか。 

Ａ20-７ バリアフリー改修事業やユニバーサルデ

ザイン化のための改修事業を対象としてお

り、施設の新設・建替え等は対象となりませ

ん。 

Ｑ20-８ 地域活性化事業によりユニバーサルデザ
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カ 除却事業 

なお、令和２年度地方債同意等基準

（令和２年総務省告示第127号）第二の

二の１の㈠の⑹の⑦のカに定める「市

町村役場機能緊急保全事業」について

は、令和２年度までに実施設計に着手

した事業を引き続き対象とするものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 除却事業については、地財法第33条の

５の８に規定する公共施設等の除却を行

う事業を対象とするものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イン化事業に着手している場合、継続事業と

して公共施設等適正管理推進事業のユニバ

ーサルデザイン化事業の対象となりますか。 

Ａ20-８ 地域活性化事業によりユニバーサルデザ

イン化事業に着手しているものについては、

公共施設等総合管理計画に基づいて行われ

る事業で、かつ、個別施設計画又はユニバー

サルデザイン化を推進するために策定する

計画に位置付けられた事業であれば、公共施

設等適正管理推進事業のユニバーサルデザ

イン化事業の対象となります。 

Ｑ20-９ 個別施設計画又はユニバーサルデザイン

化を推進するために策定する計画にユニバ

ーサルデザイン化事業として位置づけられ

ていれば、トイレの洋式化はユニバーサルデ

ザイン化事業の対象となりますか。 

Ａ20-９ 対象になります。なお、トイレのユニバー

サルデザイン化に当たっては、洋式化だけで

はなく、車いす使用者用トイレや多目的トイ

レ等があわせて整備されることが望まれま

す。 

Ｑ21-１ 公共施設等適正管理推進事業のうち「除却

事業」は、どのような事業が対象ですか。 

Ａ21-１ 公共施設、公用施設その他の当該地方公共

団体が所有する建築物その他の工作物（公営

企業に係るものを除く。）の除却であって、

公共施設等総合管理計画に基づくものが対

象となります。 

Ｑ21-２ 倒壊等の危険除去など治安・防災上の理由

や景観上好ましくないといった理由による

公共施設等の除却は、「除却事業」の対象と

なりますか。 

Ａ21-２ 公共施設等総合管理計画に基づいて行わ

れる公共施設等の除却が「除却事業」の対象

となります。 

     したがって、当該計画に危険除去の方針等

が記載されており、当該方針等に基づいて行

われる公共施設等の除却であれば、対象とな

ります。 
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キ 資金は、地方公共団体金融機構資金又

Ｑ21-３ 地方公共団体の組合が所有する公共施設

等の除却について、当該組合の加入団体が負

担金等を支出する場合に、当該負担金等は

「除却事業」の対象となりますか。 

Ａ21-３ 地方公共団体の組合が所有する公共施設

等の除却に対して負担金等を支出する場合

については、当該負担金等は対象となりませ

ん。 

     なお、地方公共団体の組合は、自らが所有

する公共施設等の除却について、本事業を活

用することができます。 

Ｑ21-４ 「除却事業」の対象事業費には、解体撤去

に要する経費のほかに何が含まれますか。 

Ａ21-４ 原状回復に要する経費が含まれます。 

Ｑ21-５ 公共施設等を除却した後の土地の売却に

より収入が見込まれる場合には、「除却事業」

の対象事業費から当該収入見込額を控除す

る必要がありますか。 

Ａ21-５ 「除却事業」の対象事業費から、公共施設

等を除却した後の土地の売却収入見込額を

控除する必要はありません。 

      なお、地方公共団体の判断により、除却

と同一年度に確実に土地の売却を行うこと

が見込まれている場合に、除却に要する経費

から当該売却見込額を控除することや、除却

後の土地の売却により実際に収入が得られ

た場合に、起こした地方債の繰上償還又は減

債基金への積立て等に当該収入を用いるこ

とは想定されます。 

Ｑ21-６ 公共施設の建物内に、温室や噴水等の附帯

施設があり、これら附帯施設のみを除却する

ことを検討していますが、当該附帯施設のみ

の除却についても「除却事業」の対象となり

ますか。 

Ａ21-６ 当該公共施設が「除却事業」の対象となる

施設である場合は、当該施設と一体となって

いる施設のみの除却についても、「除却事業」

の対象となります。 
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は民間等資金とすること。また、集約

化・複合化事業（ア(ｱ)のうち国庫補助事

業として実施される事業に限る。）につ

いては、財政融資資金も充てることがで

きるものであること。 
ただし、ア(ｲ)及びカに係る資金は、民

間等資金とし、償還年限は、原則として

10年以内とすること。 
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第二 協議団体に係る同意基準 

 二 協議に当たっての事業区分 

  １ 通常収支分 

    地方債（通常収支分）の協議に当たっては、

次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞ

れに定める事業等を対象とするものとする（た

だし、２に掲げる事業の対象となるものを除

く。）。 

   ㈠ 一般会計債 

    ⑹ 一般単独事業 

     ⑤ 緊急防災・減災事業 

       緊急防災・減災事業については、防災

基盤の整備事業及び公共施設又は公用

施設の耐震化事業で、東日本大震災等を

教訓として、全国的に緊急に実施する必

要性が高く、即効性のある防災、減災の

ための地方単独事業等（地財法第33条の

５の14に規定する計画に基づいて行わ

れる情報システム又は情報通信機器等

の整備を含み、機能強化を伴わない既存

の施設・設備の更新を除く。）を対象と

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 協議等手続に関する事項 

二 対象事業に関する事項 

１ 通常収支分 

協議等手続の対象となる事業区分（通常収支

分）の対象事業の取扱いについては、同意等基準

及び第一の一の一般的事項に定めるもののほか、

次に掲げるところによるものであること。 

   ㈠ 一般会計債 

    ⑹ 一般単独事業 

     ⑤ 緊急防災・減災事業 

      ア 緊急防災・減災事業については、次に

掲げる事業を対象とするものであるこ

と。 

(ｱ) 大規模災害時の防災・減災対策のた 

めに必要な施設の整備 

ａ 消防団拠点施設等（災害時に消防

団や自主防災組織等の活動拠点とな

るよう、備蓄倉庫や資機材庫等の機

能を備え、平時に消防団や自主防災

組織等の訓練・研修等が行える公共

施設） 

ｂ 防災資機材等備蓄施設及び拠点避

難地（夜間照明や備蓄倉庫等を併設

した大規模災害発生時の避難地とな

る施設） 

ｃ 災害応急対策を継続するための設

備・車両資機材（非常用電源、トイ

レカー及び可搬式の燃料給油機） 

ｄ 緊急時に避難又は退避するための

施設（津波避難タワー、活動火山対

策避難施設等） 

ｅ 避難路・避難階段（避難経路や緊

急車両の進入経路等災害時におい

て、避難するために特に必要な道路

や階段の新設・改良等。社会福祉法

人が整備する社会福祉施設及び学校

法人が整備する幼稚園等に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14-１ 緊急防災・減災事業の期間はいつまでです

か。 

Ａ14-１ 令和７年度までです。 

     また、地方公共団体が令和７年度に整備予

定の事業に安心して取り組むことができる

よう、令和７年度末までに建設工事に着手し

た事業については、令和８年度以降も現行と

同様の地方財政措置を講じることとしてい

ます。 

Ｑ14-２ 既存の施設・設備の更新は、対象となりま

すか。 

Ａ14-２ 機能強化を伴わない既存の施設・設備の更

新は、長期的視点に立って、計画的に取り組

むべきものであり、緊急性・即効性のある事

業を対象とした緊急防災・減災事業の対象で

はなく、防災対策事業の対象となります。 

Ｑ14-３ 庁舎や公民館を新設する場合に、地域防災

センターを併設したいと考えていますが、緊

急防災・減災事業の対象となりますか。 

Ａ14-３ 事業費を按分し、地域防災の拠点施設・消

防団拠点施設として整備する部分について

は、緊急防災・減災事業の対象となります。 
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を含む。（地方公共団体の補助金を

限度とする。）） 

ｆ 次の公共施設又は公用施設におい

て、防災機能を強化するための施設

（電源設備等の嵩上げ・上層階への

移設、機械施設等への止水板・防水

扉の設置等の浸水対策、災害時に倒

壊の危険性のあるブロック塀の安全

対策、天井に設置している設備の落

下防止対策、夜間照明、避難のため

の屋上階段の設置など避難者の安全

性向上のために必要な改修等。社会

福祉法人が整備する社会福祉施設及

び学校法人が整備する学校施設に係

るものを含む。（地方公共団体の補

助金を限度とする。）） 

(a) 指定避難所 

(b) 災害時に災害対策の拠点とな

る公共施設又は公用施設 

(c) 不特定多数の者が利用する公

共施設（橋梁等の道路及び歩道橋

等の交通安全施設を含む。） 

(d) 災害時に要配慮者対策が必要

となる社会福祉事業の用に供する

公共施設 

(e) 災害時に要配慮者対策が必要

となる幼稚園等 

ｇ 指定避難所における避難者の生活

環境の改善や感染症対策に係る施設

（トイレ、更衣室、授乳室、シャワ

ー、空調（断熱性確保のための工事

を含む。）、Wi-Fi、バリアフリー

化、換気扇、洗面所、男女別の専用

室、非接触対応設備、発熱者専用

室、要配慮者を滞在させるための居

室等。社会福祉法人が避難者のため

に整備する社会福祉施設及び学校法

人が避難者のために整備する学校施

設に係るものを含む。（地方公共団

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14-４ 指定避難所における避難者の生活環境の

改善のための施設（空調・Wi-Fi 等）の整備

について、指定避難所とされている学校の普

通教室は対象となりますか。 

Ａ14-４ 普通教室については、 

・ 授業の再開に伴い、学校運営上、避難者

の移動・明渡しが必要となるため、長期間

避難者を収容するスペースとして使用す

るものではないこと 

・ 教育環境の改善の観点から整備するべき

ものであり、緊急防災・減災事業債ではな

く、学校施設環境改善交付金や学校教育施
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体の補助金を限度とする。）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ 災害時に災害対策の拠点となる公

用施設における災害対策本部の設

置、応援職員の受入れ、災害応急対

策に係る施設（地域防災計画等に位

置付けられる災害対策本部員室、災

害対策本部事務局室（オペレーショ

ンルーム）（危機管理担当執務室を

含む。）、応援職員のための執務

室、一時待避所、物資集積所等） 

ｉ 応急対策職員派遣制度に基づき派

遣される応援職員のための宿泊機能

を有する車両 

ｊ 救急業務に従事する救急隊員及び

救急隊員と連携して出動する警防要

員の使用する消防本部、消防署及び

出張所における感染症対策に係る施

設（仮眠室・浴室の個室化、消毒

室、トイレ、換気扇、非接触対応設

備、固定式間仕切り、救急資器材・

資機材用備蓄倉庫等） 

ｋ 緊急消防援助隊の救助活動等拠 

点施設 

ｌ 緊急消防援助隊の編成に必要な施

設のうち、緊急消防援助隊の機能強

化を図るための車両資機材等 

 

 

 

 

 

設等整備事業債により整備すべきである

こと 

から対象となりません。 

なお、特別教室についても、基本的には普

通教室と同様の考え方ですが、避難所とし

ての学校施設利用計画などにおいて開放ス

ペースとしてあらかじめ位置付けられるな

ど、長期間の避難所スペースとしての活用

が見込まれる場合には、対象となる可能性

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14-５ 緊急防災・減災事業のうち「緊急消防援助

隊の機能強化を図るための車両資機材等」の

整備とは、具体的にどのような事業ですか。 

Ａ14-５ 防災対策事業の対象となる緊急消防援助

隊の編成に必要な施設のうち、車両、ヘリコ

プター、無人走行放水ロボット、消防艇及び

これらに付随する資機材（以下「車両等」と

いう。）の新規登録のための整備並びに車両

等の高性能なものへの更新、新規登録のため

に整備する車両等を保管する施設の整備な
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ｍ 緊急消防援助隊受援計画に宿営場

所として位置付けられた消防本部、

消防署、出張所及び消防学校におけ

る女性専用施設（浴室、トイレ、仮眠

室、更衣室、洗面所等） 

ｎ 消防団に整備される施設（消防団

活動を行うに当たり必要となる、指

揮広報車、消防ポンプ自動車、消防

団情報伝達システム等）のうち、消

防団の機能強化を図るための施設・

設備（消防団車両の増強、初期消火

資機材の増強や救助活動等を行うた

めに必要な車両の整備、ドローンの

整備、避難誘導を行う消防団の情報

伝達手段の整備等） 

о 消防水利施設 

ｐ 初期消火資機材 

ｑ 消防本部又は防災部局に整備され

る災害対応ドローン（水中ドローン

及び物資輸送用ドローンを含む。） 

       (ｲ) 大規模災害に迅速に対応するために

緊急に整備する必要のある情報網の構

築消防防災情報通信施設のうち、次の

事業を対象とする。 

ａ 消防救急デジタル無線の機能強化 

を伴う更新 

 

 

 

 

 

 

 

        ｂ 防災行政無線のデジタル化及びデ

ジタル化された防災行政無線の住民

への防災情報の確実な伝達のための

機能強化  

ど、大規模災害に対応して、機能を強化する

ための事業のことです。 

 

 

 

 

 

Ｑ14-６ 緊急防災・減災事業のうち「消防団の機能

強化を図るための施設・設備」の整備とは、

具体的にどのような事業ですか。 

Ａ14-６ 防災対策事業の対象となる消防団に整備

される施設のうち、東日本大震災を教訓とし

て、津波災害等の大規模災害時において住民

の安全に直結する消防団の強化に係るもの

を対象とし、運用要綱に定めるもののほか、

消防団拠点施設の増強などの事業のことで

す。 

 

 

 

 

 

Ｑ14-７ 「消防救急デジタル無線の機能強化を伴う

更新」とは、どのような事業が、緊急防災・

減災事業の対象となりますか。 

Ａ14-７ 「消防救急デジタル無線の更新・維持につ

いて」（令和４年１月 24 日付け消防情第 36

号消防庁国民保護・防災部防災情報室長通

知）により、次の要件等を満たす場合に対象

となります。詳しくは、同通知をご参照くだ

さい。 

   ・ 通信環境の改善や端末・システムの改良

などの機能強化（例：基地局・中継局の増設、

基地局選択機能の改良、スピーカ・ディスプ

レイ等の改良等）を伴う更新であること。 

Ｑ14-８ 都道府県が整備する防災行政無線のデジ

タル化も、緊急防災・減災事業の対象となり

ますか。また、都道府県が防災行政無線のデ

ジタル化を実施する場合に市町村から受益
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者負担金を徴収する場合、当該市町村におけ

る負担金も対象となりますか。 

Ａ14-８ 対象となります。市町村の受益者負担金に

ついても対象となります。 

Ｑ14-９ デジタル防災行政無線の戸別受信機を整

備する場合は、緊急防災・減災事業の対象と

なりますか。 

Ａ14-９ デジタル防災行政無線の屋外スピーカ等

と一体で整備する場合については、対象とな

ります。 

Ｑ14-10 住民への災害関連情報の伝達を目的とし

た地域振興波又は防災行政無線アナログ波

（以下「地域振興波等」という。）を活用し

た戸別受信機の整備は、緊急防災・減災事業

の対象となりますか。 

Ａ14-10 「市町村防災行政無線（同報系）等の戸別

受信機の整備に係る財政措置の拡充につい

て」（平成 29 年４月３日付け消防情第 106

号消防庁国民保護・防災部防災情報室長通

知）により、次の要件等を満たす場合には、

地域振興波等を活用した戸別受信機につい

ても、地域振興波等の送信機等と一体で整備

する場合については、対象となります。詳し

くは、同通知をご参照ください。 

    ・ 整備経費及び運用経費の合計がデジタル

戸別受信機を整備する場合よりも安価で

あること。 

     ・ 各施設が十分な耐災害性（地震対策・停

電対策・浸水対策）を有すること。 

Ｑ14-11 防災行政無線の住民への防災情報の確実

な伝達のための機能強化は、どのような場合

が緊急防災・減災事業の対象となりますか。 

Ａ14-11 既にデジタル化済みの防災行政無線であ

っても、「防災行政無線の機能強化に関する

緊急防災・減災事業債の対象事業の拡充につ

いて」（平成 31 年２月 19 日付け消防情第 29

号消防庁国民保護・防災部防災情報室長通

知）により機能強化を行う場合については、

対象となります。 
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ｃ 全国瞬時警報システム（Jアラー 

ト）の新型受信機の整備及び情報伝 

達手段の多重化 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ｄ 防災情報システムなど大規模災害 

時の情報伝達のために必要な通信施 

設 

ｅ 「地域衛星通信ネットワークの第 

３世代システム等の一体的な整備の 

推進について」（令和３年１月22日 

付け消防情第30号消防庁国民保護・ 

防災部防災情報室長通知）に基づ 

き、都道府県が実施する以下の(a)か 

ら(c)までの要件の全てを満たす、都 

道府県庁と都道府県内の全市町村と 

を結ぶ一体的な衛星通信システムに 

係る整備事業等（同衛星通信システ 

ム整備事業に対する市町村が実施す 

る追加的整備事業及び負担金を含 

む。） 

(a) 災害発生時に輻輳を回避するた 

めの専用通信網もしくは帯域保証 

により安定的な通信を確保できる 

こと 

(b) 災害対応を円滑に行うために画 

像やデータを円滑にやり取りでき 

るだけの十分な回線容量を常に確 

保すること 

(c) 被害状況等に係る情報を円滑に 

共有するために都道府県庁と都道 

府県内の全市町村とを結ぶ一体的 

Ｑ14-12 全国瞬時警報システム（J アラート）の新

型受信機の整備、情報伝達手段の多重化と

は、どのような場合が対象となりますか。 

Ａ14-12 「全国瞬時警報システムの新型受信機の整

備について」（令和７年１月７日付け消防庁

国民保護・防災部国民保護室長、国民保護運

用室長通知）又は「全国瞬時警報システムと

連携する情報伝達手段の多重化の推進につ

いて（通知）」（令和６年３月 27 日付け消

防国第 33 号・消防運第 17 号・消防情第 102

号）を踏まえて整備する場合は、対象となり

ます。 

Ｑ14-13 防災行政無線の代替として「大規模災害時

の情報伝達のために必要な通信施設」を整備

する場合は、どのような通信施設が、緊急防

災・減災事業の対象となりますか。 

Ａ14-13 「災害時の住民への情報伝達体制の更なる

強化について」（平成 28 年４月１日付け消

防情第 96 号消防庁国民保護・防災部防災情

報室長通知）により、次の要件を満たす場合

には、280ＭＨｚ帯デジタル無線、FM 放送、

地上デジタル放送波を活用した同報系シス

テム等についても、防災行政無線の代替とし

て認められているところです。 

・ 整備対象地域が、デジタル防災行政無線

又はその戸別受信機の未整備地域であるこ

と。 

・ 整備経費及び運用経費の合計が防災行政

無線の場合よりも安価であること。 

・ 各施設が十分な耐災害性（地震対策・停

電対策・浸水対策）を有すること。 

この場合においては、防災・減災対応に必

要な施設整備に要する経費に限り、対象と

なります。 

Ｑ14-14 既存の防災情報システムの機能拡充に伴

うソフトウェアの追加に要する経費は、対象

となりますか。 

Ａ14-14 ソフトウェアの追加に要する経費につい

ては、サーバーの設置等と一体的に行う場合
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なネットワークであること 

ｆ 災害時オペレーションシステム 

(ｳ) 施設の大宗が浸水想定等区域内にあ 

り、地域防災計画上、浸水対策等の観点 

から移転が必要と位置付けられた次の公 

共施設又は公用施設の移転 

ａ 次の施設の移転を対象とする。 
         (a) 施設の大宗が津波浸水想定区域

内にあり、大規模地震が発生した

場合に甚大な被害を受けると想定

され、災害時に災害対策の拠点と

なる公共施設又は公用施設、災害

時に要配慮者対策が必要となる公

共施設（社会福祉事業の用に供す

る公共施設及び幼稚園等）の移転 

         (b) 施設の大宗が洪水浸水想定区

域、雨水出水浸水想定区域、高潮

浸水想定区域、土砂災害警戒区域

等の区域内にある消防署所等の移

転 

ｂ 庁舎については、原則として次に定

める面積及び㎡当たり単価に基づき算

定した額を上限として、起債対象事業

費を算出するものであること。 

         (a) 面積 

            入居職員数×職員一人当たり面

積（35.3㎡）と移転前面積を比較

して大きい方 

         (b) ㎡当たり単価 

            501千円 

ｃ 庁舎以外の公共施設又は公用施設

の移転については、原則として移転

前の延床面積を上限とするものであ

ること。 

ｄ 用地については、移転前の用地面

積を上限とするものであること（庁

舎の用地費については、ｂで算定し

た起債対象事業費とは別に対象とな

るものであること。）。 

は対象となります。 

 

Ｑ14-15 浸水対策等の観点から施設を移転する場

合、移転前の延床面積を上限として対象とな

るのが原則ですが、例外として移転前の延床

面積を超えて、緊急防災・減災事業の対象と

なるケースがあるのでしょうか。 

Ａ14-15 法令等で面積基準が定められている建物

（例：養護老人ホーム）で、法令等の基準が

できる前に建築されたものを移転する場合

において、延床面積を現在よりも増やさなけ

れば法令等の遵守ができない場合には、移転

前の延床面積を超えて対象とすることがで

きます。 

Ｑ14-16 「浸水想定等区域移転事業」に併せて「災

害時に災害対策の拠点となる公用施設にお

ける災害対策本部の設置、応援職員の受入

れ、災害応急対策に係る施設」の整備を行う

場合、「浸水想定等区域移転事業」の上限面

積を超えて、緊急防災・減災事業の対象とす

ることはできますか。 

Ａ14-16 対象となります。「災害時に災害対策の拠

点となる公用施設における災害対策本部の

設置、応援職員の受入れ、災害応急対策に係

る施設」や、「救急業務に従事する救急隊員

及び救急隊員と連携して出動する警防要員

の使用する消防本部、消防署及び出張所にお

ける感染症対策に係る施設」等の防災・減災

対策の機能強化によって面積が増加する場

合、当該増加部分については、「浸水想定等

区域移転事業」の上限面積を超えて対象とす

ることができます。 

Ｑ14-17 浸水想定等区域内にある施設を高台に移

転する場合に、通常の用地費以外にも法面の

造成工事等が必要となる見込みです。このよ

うな高台移転に起因したかかり増しの造成

工事も対象となりますか。 

Ａ14-17 移転前の用地面積を上限とする通常の用

地費とは別に、移転に伴う追加工事として対
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ｅ 地理的な制約のため浸水想定等区

域内において建替えを行う場合のか

さ上げに要する経費等も対象となる

ものであること（庁舎のかさ上げに

要する経費等については、ｂで算定

した起債対象事業費とは別に対象と

なるものであること。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象となります。 

Ｑ14-18 浸水想定等区域内にある施設を移転した

いのですが、自治体区域内に高台などの適切

な移転先がなく、浸水想定等区域内で建て替

えをせざるを得ない状況です。このような場

合でも「浸水想定等区域移転事業」の対象と

なりますか。 

Ａ14-18 地理的な制約がある中で、かさ上げなどの

浸水対策等を講じることにより、高台移転と

同等の効果が見込まれるものであり、想定さ

れる津波の高さ等を踏まえた浸水対策等の

実効性が担保され、地域防災計画の中に事業

の必要性が位置付けられていれば、対象とな

り得ます。この場合のかさ上げなどのための

コストは、通常の建設費や用地費とは別に、

浸水対策等のための追加工事費として対象

として差し支えありません。 

Ｑ14-19 浸水想定等区域移転事業における「浸水想

定等区域」とは、どのようなものですか。 

Ａ14-19 浸水想定等区域とは、以下のものが該当し

ます。 

・ 津波浸水想定区域については、想定さ

れる地震・津波災害の軽減を図るため、都

道府県が作成し、地域の住民に周知される

とともに防災・減災対策に活用されている

津波浸水予測の区域や、津波防災地域づく

りに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）

に基づき都道府県が設定した津波浸水想

定の区域など 

 ・ 洪水浸水想定区域等については、水防

法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条に

規定する洪水浸水想定区域、同法第 14 条

の２に規定する雨水出水浸水想定区域、

同法第 14条の３に規定する高潮浸水想定

区域及び土砂災害警戒区域等における土

砂災害防災対策の推進に関する法律（平

成 12 年法律第 57 号）第７条に規定する

土砂災害警戒区域等の法律上位置付けの

ある災害想定区域や、市町村が水防法第
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15 条の 11 の規定に基づき住民等に周知

している浸水区域等 

Ｑ14-20 「津波浸水想定区域移転事業」の起債対象

事業費の算出に用いる庁舎の「入居職員」の

範囲について教えてください。 

Ａ14-20 対象となる「入居職員」は、移転後の庁舎

の入居職員のうち、地方公共団体定員管理調

査（第１表～第３表）の対象となる職員（公

営企業会計に属する職員及び庁舎の移転前

の時点で津波浸水想定区域外にあった庁舎

に所属していた職員は除く。）です。 

Ｑ14-21 庁舎の移転事業にかかる解体撤去費は対

象となりますか。 

Ａ14-21 既存の建物を撤去しなければ移転ができ

ない場合の解体撤去費については、運用要綱 

(ｳ)ｂに基づき算出した起債対象事業費内で

対象となります。 

Ｑ14-22 広域消防運営計画等又は連携・協力実施計

画の策定には至っていないが、消防の広域化

又は連携・協力を行おうとする消防本部にお

ける高機能消防指令センターの整備につい

て教えてください。 

Ａ14-22 協議等手続の時点では広域消防運営計画

等又は連携・協力実施計画に至っていない場

合でも、 

・広域化又は連携・協力（高機能消防指令セ

ンターの共同運用に限る。）の実施に向けた

関係団体の合意内容（広域化等の実施時期、

関係本部名を含むもの）を記載した「消防の

広域化又は連携・協力に向けた計画」及び、 

・根拠となる協議体の規約、関係団体間の合

意文（首長間・消防長間）又はその他合意が

確認できる書類のいずれか 

を提出することにより、広域消防運営計画等

又は連携・協力実施計画の策定に代えること

ができるものとします。詳細については、「消

防指令システムの標準仕様書等の策定につ

いて」（令和６年３月 27 日付け消防情第 94

号消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室
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(ｴ) 「市町村の消防の広域化に関する基

本指針」に基づき、広域化したもの又

は広域化の期限までに広域化するもの

（消防広域化重点地域に指定されたも

のに限る。）が実施する消防広域化事

業又は「消防の連携・協力の推進につ

いて」に基づき、消防の連携・協力を

行うものが実施する消防の連携・協力

に関する事業 

ａ 広域消防運営計画等に基づき必要

となる消防署所等の増改築（一体的

に整備する自主防災組織等のための

訓練研修施設を含む。） 

ただし、広域消防運営計画等にお

いて消防署所等の再配置が必要であ

ると位置付けられたものは、新築に

ついても対象とするものであるこ

長通知）及び「消防指令システムの標準仕様

書等の策定に伴う財政措置について（通知）」

（令和６年４月１日付け消防災第 75 号・消

防情第 97 号・消防消第 95 号通知）をご参照

ください。 

Ｑ14-23 既に広域化又は連携・協力を行っている消

防本部における高機能消防指令センターの

整備について教えてください。 

Ａ14-23 既に広域化又は連携・協力を行っている消

防本部については、新たに広域消防運営計画

等又は連携・協力実施計画を策定しなくて

も、標準仕様書に基づく消防指令システムを

導入する場合に「緊急防災・減災事業債」又

は「防災対策事業債」の対象となります。詳

細については、「消防指令システムの標準仕

様書等の策定について」（令和６年３月 27

日付け消防情第 94 号消防庁国民保護・防災

部防災課防災情報室長通知）及び「消防指令

システムの標準仕様書等の策定に伴う財政

措置について（通知）」（令和６年４月１日

付け消防災第 75 号・消防情第 97 号・消防消

第 95 号通知）をご参照ください。 

Ｑ14-24 広域消防運営計画等に基づき、近接する署

所等を統合して新たに分署を設置する場合

や、連携・協力実施計画に基づき必要となる

訓練施設を整備する場合、 非常備消防の地

域を管轄する署所等を新設する場合におい

て、用地費も緊急防災・減災事業の対象とな

りますか。 

Ａ14-24 対象となります。 
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と。 

ｂ 広域消防運営計画等に基づく消防

署所等の統合による効率化等によ

り、機能強化を図る消防用車両等の

整備 

ｃ 広域消防運営計画等に基づき統合

される消防本部を消防署所等として

有効活用するために必要となる改築 

ｄ 連携・協力実施計画に基づき必 

要となる高機能消防指令センター 

の整備 

         ｅ 連携・協力実施計画に基づき必 

要となる訓練施設の整備 

ｆ 連携・協力実施計画に基づき必要

となる消防用車両等の整備（「消防の

連携・協力による消防用車両等の共

同整備の実施にあたっての留意事

項」（令和４年３月31日付け消防消第

102号消防庁消防・救急課長通知）に

掲げる消防用車両等に限る。） 

(ｵ) 大規模災害時に防災拠点となること

や人命に対する被害等が生じると見込

まれるため、地域防災計画上、その耐

震改修を進める必要があるとされた公

共施設又は公用施設の耐震化 

次の施設の耐震化（社会福祉法人が

整備する社会福祉施設及び学校法人が

整備する学校施設に係るものを含む。

（地方公共団体の補助金を限度とす

る。））を対象とする。なお、原則と

して耐震化を目的とする当該施設の一

部改築又は増築を対象とするものであ

ること。ただし、消防署所等について

は、耐震性が十分でないことから、早

急に耐震化を行う必要があり全部改築

することがやむを得ないと認められる

ものについて対象とするものであるこ

と。 

ａ 指定避難所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14-25 社会福祉法人又は学校法人が防災・減災の

ために行う取組に対する地方公共団体の助

成については、どのような場合が、緊急防災・

減災事業の対象となりますか。  

Ａ14-25  

・ 社会福祉法人立の社会福祉施設及び学校

法人立の学校施設が指定避難所となって

いる場合には、防災機能を強化するための

施設の整備事業（電源設備の嵩上げ、機械

施設等への止水板の設置等）（運用要綱ア

(ｱ)f(a)）、避難者の生活環境の改善に係

る施設の整備事業（運用要綱ア(ｱ)g）及び

耐震化事業（運用要綱ア(ｵ)a）の対象とな

ります。  

・ また、指定避難所となっていない場合で

あっても、災害時に要配慮者対策が必要と

なる社会福祉法人立の社会福祉施設及び

学校法人立の幼稚園等については、避難

路・避難階段の整備事業（運用要綱ア
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ｂ 災害時に災害対策の拠点となる公 

共施設又は公用施設 

ｃ 不特定多数の者が利用する公共施

設（橋梁等の道路及び歩道橋等の交

通安全施設を含む。） 

ｄ 災害時に要配慮者対策が必要とな

る社会福祉事業の用に供する公共施

設 

ｅ 災害時に要配慮者対策が必要とな

る幼稚園等 

ｆ 地震による倒壊の危険性が高い庁

舎（Is値0.3未満）であって、地震

防災対策特別措置法に基づく地震防

災緊急事業五箇年計画に定められた

施設 

イ アで対象としている事業を、防衛施設

周辺の生活環境の整備に係る補助金、社

会資本整備総合交付金（離島広域活性化

事業に限る。）及び奄美群島振興交付金

を受けて実施する場合も、緊急防災・減

災事業の対象とするものであること。 

ウ アで対象としている事業のうち、高機

能消防指令センターの整備に係る事業に

ついては、標準仕様書に基づく消防指令

システムの整備を伴うものに限り、対象

とするものであること。なお、令和５年

度までに基本設計が完了した消防指令シ

ステムの整備を伴うものについては、令

和７年度以降も引き続き緊急防災・減災

事業の対象とするものであること。 

エ ア(ｱ)ｇ及び(ｲ)（e を除く。）で対象

としている事業のうち、⑪ア(ｱ)及びイに

該当する地方単独事業については、緊急

防災・減災事業の対象とするものである

こと。 

オ 資金は、地方公共団体金融機構資金又

は民間等資金とすること。 

ただし、エにかかる資金は、民間等資

金とし、償還年限は、原則として５年以

(ｱ)e）、防災機能を強化するための施設の

整備事業（運用要綱ア(ｱ)f(d)及び(e)）及

び耐震化事業（運用要綱ア(ｵ)d 及びe）の

対象となります。  

Ｑ14-26 消防署所等が消防本部と同じ建物となっ

ており、耐震化のために全部改築を行う場

合、どの部分が緊急防災・減災事業の対象と

なりますか。  

Ａ14-26 耐震化のために全部改築を行う場合、緊急

防災・減災事業の対象となるのは、消防署所

等に属する部分及び消防本部のうち消防署

所等と同等の機能を有していると認められ

る部分（消防車両の車庫、資機材庫、自主防

災組織等の訓練や研修を行うための部屋な

ど、通常は消防署所等に整備されるものであ

るが消防本部部分に整備されているもの等）

が対象となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14-27 同意等基準運用要綱第一の二の１の㈠の

(6)の⑤のエにおいて、緊急防災・減災事業

債の対象とするものとしている事業とは、具

体的にどのようなものですか。 

Ａ14-27 以下の事業については、サーバーの設置

等と一体的に行われるものを対象としてき

たところですが、地財法第 33 条の 5 の 14

の情報システム又は情報通信機器に係る地

方債の特例の創設に伴い、サーバーの設置
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⑧ 緊急自然災害防止対策事業 

緊急自然災害防止対策事業について

は、緊急自然災害防止対策事業計画にお

いて緊急に行うべき事業として位置付

けられた災害発生予防及び災害拡大防

止に係る地方単独事業を対象とするも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 緊急自然災害防止対策事業 

ア 緊急自然災害防止対策事業について

は、災害の発生を予防し、又は災害の拡

大を防止するための治山、砂防、地すべ

り、河川、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農

業水利防災（防災重点農業用ため池（防

災重点農業用ため池に係る防災工事等の

推進に関する特別措置法（令和２年法律

第 56 号）第２条の２に規定するもの）の

防災工事を含む。）、海岸保全、湛水防

除、特殊土壌、地盤沈下対策、港湾防

災、漁港防災、農道防災、林道防災、都

市公園防災、下水道（f に定める事業に

等と一体的に行うものでなくとも、地財法

第 33 条の 5 の 14 に規定する住民の利便性

の向上、地方公共団体の行政運営の効率化

又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情

報システム又は情報通信機器の整備等に係

る事業であって、デジタル活用推進計画に

位置付けられた地方単独事業であれば、そ

の財源に緊急防災・減災事業債の活用が可

能となります。  

・指定避難所における避難者の生活環境の

改善のための Wi-Fi の整備（衛星通信サー

ビスの整備を含む。） 

・災害情報の一斉送信のために必要な以下

の受信機器の配備（無償貸与により配備す

る場合に限る。） 

市町村防災行政無線の戸別受信機、FM 放送

の自動起動ラジオ、MCA 陸上移動通信シス

テムの屋内受信機、市町村デジタル移動通

信システムの屋内受信機、280MHz 帯電気通

信業務用ページャーの屋内受信機及び放送

波を用いた伝達手段の屋内受信機並びに携

帯電話網等を活用した情報伝達手段の個別

端末 

・防災情報システム（Ｑ13-2 の防災情報シ

ステムをいう。）の整備 

・災害時オペレーションシステムの整備 

Ｑ22-１ 緊急自然災害防止対策事業の期間はいつま

で 

ですか。 

Ａ22-１ 「防災・減災、国土強靱化のための５か年

加速化対策」（令和２年 12 月 11 日閣議決

定）の期間である令和７年度までです。 

     また、地方公共団体が令和７年度に整備予

定の事業に安心して取り組むことができる

よう、令和７年度末までに建設工事に着手し

た事業については、令和８年度以降も現行と

同様の地方財政措置を講じることとしてい

ます。 

Ｑ22-２ 国の「防災・減災、国土強靱化のための５
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限る。) 及び道路防災（g に定める事業

に限る。)に係る国庫補助の要件を満たさ

ない地方単独事業を対象とする。 

ただし、流域治水プロジェクト（「流

域治水プロジェクトの推進について」

（令和２年６月 10 日付け国水河計第 17

号国土交通省水管理・国土保全局河川計

画課長通知）及び「二級水系における流

域治水プロジェクトの推進について」

（令和２年 10 月 27 日付け国水河計第 39

号国土交通省水管理・国土保全局河川計

画課長通知）に基づき策定されるものを

いう。以下同じ。）又は流域治水計画

（流域の関係者との流域治水に係る協議

状況を記載した簡易な計画をいう。以下

同じ。）に基づき行う事業で a から f に

掲げるもの及び道路防災に係る事業に限

り、国庫補助の要件を満たす事業も対象

とする。 

a 流域に関する対策（防災・安全交付金

の流域貯留浸透事業（雨水貯留浸透施

設・溜め池の整備等）、総合流域防災

事業（二線堤・移動式排水施設・情報

基盤の整備）等） 

b 準用河川に係る河川改修 

c 農業水利防災（ため池・機場・水路

等。安全対策施設を含む。）、湛水防

除（排水機場・排水樋門・遊水池等貯

留施設・排水路・堤防・排水管理に必

要な施設等）、地盤沈下対策（農業用

排水施設等）（原則、公共事業の要件

を満たす事業を除く。） 

d 林道防災のうち林業・木材産業循環成

長対策の路網の機能強化の要件を満た

す事業 

e 都市公園防災（都市公園安全・安心対

策緊急総合支援事業における豪雨対策

の要件を満たす事業） 

f 下水道（雨水公共下水道事業、都市下

か年加速化対策」に基づく事業と連携した事

業でなければ、対象とならないのでしょう

か。 

Ａ22-２ 各地方公共団体が策定する緊急自然災害

防止対策事業計画に基づき実施される事業

であれば、国の「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」に基づく個別の国

直轄・補助事業と直接関連しない事業も対象

となります。 

Ｑ22-３ 既存の施設・設備の更新は、対象となりま

すか。 

Ａ22-３ 既存の施設・設備の更新は、長期的視点に

立って、計画的に取り組むべきものであり、

緊急に自然災害を防止するために行う事業

を対象とした緊急自然災害防止対策事業の

対象ではなく、防災対策事業の対象となりま

す。 
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水路事業及び公共下水道事業（公共下

水道事業（下水道法（昭和 33 年法律第

79 号）第２条第３号イに規定するも

の）については、浸水対策のうち、流

域治水プロジェクト又は流域治水計画

に基づき行う、ポンプ施設（雨水に係

るものに限る。）、樋門・樋管、雨水

貯留浸透施設の整備事業に係る一般会

計から公営企業会計に繰り出した経費

に限る。）） 

g 道路防災のうち防災・減災、国土強靱

化のための５か年加速化対策と連携し

て実施される以下の事業 

(a) 道路の法面・盛土の土砂災害防

止対策（落石防止柵・植生工・モル

タル吹付工・排水工・土留工等） 

(b)  道路施設（小規模構造物等）の

予防保全のための対策（防雪柵、側

溝、機械設備、小型擁壁等の対策、

舗装の表層（積雪寒冷特別地域にお

ける凍上災害の予防・拡大防止対策

については表層、基層及び路盤）に

係る対策等） 

(c) 渡河部の橋梁や河川に隣接する

道路構造物の流失防止対策（橋梁・

道路の洗掘・流失対策） 

(d) 道路における無停電設備等に関

する対策（機械設備の整備、道路照

明の LED 化等） 

(e) 大雪時の車両滞留危険箇所に関

する対策（防雪施設・消融雪施設・

除雪機械等の整備等） 

イ 流域治水プロジェクト又は流域治水計

画に基づき都道府県又は指定都市が行う

一級河川又は二級河川に係る事業（河川

改修及びダムを除く。）を対象とした緊

急自然災害防止対策事業債に係る資金に

ついては、財政融資資金を優先的に配分

すること。 
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⑨ 緊急浚渫推進事業 

緊急浚渫推進事業については、地財法

第33条の５の11の規定に基づき、同条に

規定する計画において緊急に行うべき

事業として位置付けられたしゆんせつ

及び樹木の伐採に係る地方単独事業を

対象とするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ イに定める事業以外の事業を対象とし

た緊急自然災害防止対策事業債に係る資

金については、地方公共団体金融機構資

金又は民間等資金とすること。 

⑧ 緊急浚渫推進事業 

       緊急浚渫推進事業の取扱いについては、

次に掲げるところによるものであること。 

ア 地財法第33条の５の11に規定する河

川、ダム、砂防設備、治山事業により設

置された施設及び農業用ため池並びに省

令附則第２条の16に規定する農業用排水

路等において、地財法第33条の５の11に

規定する計画において緊急に行うべき事

業として位置付けられたしゆんせつ及び

樹木の伐採に係る地方単独事業を対象と

するものとする。 

イ 資金は民間等資金とし、償還年限は原

則として10年以内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ23-１ 緊急浚渫推進事業の期間はいつまでです

か。 

Ａ23-１ 地財法第 33 条の５の 11 に規定されてい

るとおり、令和 11 年度までが事業期間です。 

Ｑ23-２ 緊急浚渫推進事業は、市町村が管理する普

通河川も対象となりますか。 

Ａ23-２ 地財法第 33 条の５の 11 に規定されてい

るとおり、市町村が管理する普通河川におけ

る浚渫事業も対象となります。 

     ただし、当該浚渫事業について、河川維持

管理計画や個別施設計画、これらに代わる堆

積土砂管理計画（令和７年４月１日付け事務

連絡「緊急浚渫推進事業債における取扱いに

ついて（周知）」参照）において実施箇所や

防災・減災上の緊急性等を記載する必要があ

ります。 

Ｑ23-３ 緊急浚渫推進事業は、どのような経費が対

象となりますか。 

Ａ23-３ 土砂等の除去、樹木伐採等に係る費用（こ

れらの実施に必要となる測量・設計費を含

む）に加え、その附帯工事費（仮設道路の設

置費等）、土砂等の除去や処分等のために必

要不可欠な用地取得費（土砂等の除去箇所へ

の進入路の整備のための必要な用地取得費

等）、除去した土砂等の運搬・処理費用も対

象となります。 

Ｑ23-４ 緊急浚渫推進事業に伴い発生した土砂等

の残土処分場の造成費用は対象となります

か。 

Ａ23-４ 除去した土砂等の処理費用として、対象と

なる。なお発生した土砂について、まずは、

工事間での利活用について検討をお願いし

ます。 

Ｑ23-５ 市町村が負担金として県に支出して行う

県と市町村による共同事業は緊急浚渫推進
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事業の対象となりますか。 

Ａ23-５ 対象となります。その際には県及び市がそ

れぞれ作成する個別計画（河川維持管理計画

等）に、県と市の共同事業であることを明記

してください。 
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